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議案第  号 

   鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和７年２月  日提出 

                           鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

   鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例（平成 17 年鴨川市条例第 146 号）の一

部を次のように改正する。 

 第 14 条の３第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若

しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「おいて土木工学科若しく

は」を「おいて土木工学科又は」に、「２年以上」を「１年６月以上」に改め、同条第２

号中「の土木工学科」を削り、「これ」を「旧大学令による大学において機械工学科若し

くは電気工学科又はこれら」に改め、「において衛生工学及び水道工学に関する学科目以

外の学科目」を削り、「３年」を「２年」に改め、同条第３号中「よる専門学校」の次に

「（次号において「短期大学等」という。）」を、「修了した後」の次に「。次号において同

じ。」を加え、「５年」を「２年６月」に改め、同条第８号中「１年」を「６月」に改め、

同号を同条第 10 号とし、同条第７号中「若しくは第２号に規定する課程及び学科目又は

第３号若しくは第４号」を「から第６号まで」に改め、「又は学科目」を削り、同号を同

条第９号とし、同条第６号中「２年」を「１年６月」に改め、同号を同条第８号とし、同

条第５号中「10 年」を「５年」に改め、同号を同条第７号とし、同号の前に次の１号を

加える。 

 (６) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 第 14 条の３第４号中「よる中等学校」の次に「（次号において「高等学校等」という。）」

を加え、「７年」を「３年６月」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の

１号を加える。 

 (４) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 第 14 条の３に次の１号を加える。 

 (11) 建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）第 37 条第１項及び第２項の規定によ

る土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、１年６月以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

 第 14 条の４第１号を次のように改める。 

 (１) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは土木

科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した後。次号及び第４号において同じ。）、同条第１号に

規定する学校を卒業した者については１年６月以上、同条第３号に規定する学校を

卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）について

は２年６月以上、同条第５号に規定する学校を卒業した者については３年６月以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 第 14 条の４第２号中「前条第１号、第３号及び第４号」を「前条第１号、第３号又は
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第５号」に改め、「土木工学以外の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科

目」を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当す

る課程を除く。）」に改め、「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た後）」を削り、「４年」を「２年」に、「６年」を「３年」に、「同条第４号」を「同条第

５号」に、「８年」を「４年」に改め、同条第３号中「10 年」を「５年」に改め、同条第

４号中「前条第１号、第３号及び第４号」を「前条第１号、第３号又は第５号」に、「学

科目」を「課程」に改め、「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た後）」を削り、「５年」を「２年６月」に、「７年」を「３年６月」に、「同条第４号」を

「同条第５号」に、「９年」を「４年６月」に改め、同条第５号中「外国の学校において」

の次に「第１号若しくは」を加え、「学科目」を「課程」に改め、同条に次の２号を加え

る。 

 (７) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した

者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）であって、６

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 (８) 建設業法施行令第 37 条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級

の技術検定に合格した者であって、１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議
案

第
 
 

号
 

 
 

 
鴨
川

市
水
道

事
業
給
水

条
例

の
一

部
を
改

正
す
る
条

例
の

制
定

に
つ
い

て
 

 １
 

提
案
理

由
 

 
 
令

和
６
年

３
月

2
9
日

に
公

布
さ

れ
た

生
活

衛
生

等
関

係
行

政
の

機
能

強
化

の
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
政

令
の

整
備

等
及

び
経

過

措
置

に
関
す

る
政
令

（
令
和
６
年

政
令
第

10
2
号

）
及
び
生

活
衛
生

等
関
係

行
政
の
機

能
強

化
の

た
め
の

関
係
法
律

の
整

備
に

関
す
る

法
律
の
施

行
に

伴
う
厚

生
労

働
省
関

係
省

令
の
整

理
等
に

関
す
る
省

令
（

令
和

６
年
厚

生
労
働
省

令
第

6
5
号

）
に
よ

り
水
道

法
施

行
令
（

昭
和

3
2
年
政

令
第

3
36

号
）
及

び
水
道
法

施
行

規
則
（

昭
和

3
2
年
厚

生
省

令
第

4
5
号

）
の
一

部
が

改
正

さ
れ
、

そ
れ

ぞ
れ
一
部

が
令

和
７
年

４
月

１
日
か
ら

施
行

さ
れ

る
こ
と

に
伴
い
、

鴨
川

市
水

道
事
業
給

水
条
例

（
平

成
1
7
年
鴨

川
市

条

例
第

1
4
6
号

）
の
一

部
を
改
正

す
る

こ
と

に
つ
い

て
、
地
方

自
治

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
6
7
号
）

第
96

条
第
１
項

第
１

号
の

規
定
に

よ
り
議
決

を
求

め
る

。
 

 ２
 

内
容
 

 
 

布
設
工

事
監
督

者
及
び
水

道
技

術
管

理
者
の

資
格
の
基

準
に

つ
い

て
、
次
の

見
直
し
が

行
わ
れ

た
た
め

、
こ
れ
に

準
じ

た
改

正
を
行

う
。
 

 
(
１

)
 
布

設
工
事

監
督
者
 

 
 
ア

 
大

学
の

学
科
の

要
件
に

つ
い

て
、
土

木
工

学
科
の

う
ち

衛
生

工
学

又
は

水
道

工
学
に

関
す

る
学

科
目

を
履

修
す

る
こ

と
と
す

る
要

件
を
廃

止
し

、
土

木
工

学
科
を

履

修
す

る
こ
と

と
す
る
。
 

 
 
イ

 
大

学
、

短
期

大
学

（
専

門
職

大
学

の
前

期
課

程
を

含
む

。
）
、

高
等

専
門

学
校
、

高
等

学
校
及

び
中

等
教

育
学

校
の

学
科
の

要
件

に
つ

い
て

、
土

木
工
学

科
（
高

等
学

校
及

び
中
等

教
育
学

校
に
あ
っ

て
は

、
土

木
科
）
の

ほ
か
、

機
械

工
学

科
及
び

電
気
工
学

科
を

追
加

す
る
。
 

 
 
ウ

 
技

術
上

の
実

務
経

験
年

数
の

要
件

に
つ

い
て

、
水

道
に

関
す

る
実

務
経

験
に

、
他

分
野

（
工

業
用

水
道

、
下

水
道

、
道

路
及

び
河

川
）

に
お

け
る

実
務

経
験

を
加

味

し
た
年

数
と

し
、

そ
の

年
数

の
２

分
の

１
以

上
は

水
道

に
関

す
る

実
務

経
験

を
要

す
る

こ
と

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
給

水
人

口
が

５
万

人
以

下
で

あ
る

水
道

事
業

に
係
る

要
件
は

、
当
該
水

道
に

関
す

る
実
務

経
験
の
み

を
要

す
る

こ
と
と
す

る
。
 

 
 
エ

 
建

設
業
法

施
行
令
（

昭
和

3
1
年

政
令
第

2
7
3
号

）
の

規
定

に
よ
る
土

木
施
工

管
理

に
係

る
１
級

の
技
術
検

定
に

合
格

し
た
者
を

加
え
る

。
 

 
(
２

)
 
水

道
技
術

管
理
者
 

 
 
ア

 
大

学
の

学
科

の
要

件
に

つ
い

て
、

土
木

工
学

科
の

う
ち

衛
生

工
学

又
は

水
道

工
学

に
関

す
る

学
科

目
を

履
修

す
る

こ
と

と
す

る
要

件
を

廃
止

し
、

土
木

工
学

科
を

履

修
す

る
こ
と

と
す
る

。
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2
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イ

 
技

術
上
の

実
務
経
験

年
数

の
要

件
に
つ

い
て
、
給

水
人

口
が

５
万
人

以
下
で
あ

る
水

道
事

業
の
場

合
は
、
原

則
の

年
数

の
２
分

の
１
以
上

の
年

数
と

す
る
。
 

 
 
ウ

 
技

術
士
法
（

昭
和

5
8
年

法
律
第

2
5
号

）
第

４
条

第
１

項
の
規

定
に
よ
る

第
２

次
試

験
の
う

ち
上
下
水

道
部

門
に

合
格
し

た
者
（
選

択
科

目
と

し
て
上

水
道
及
び

工

業
用

水
道
を

選
択
し

た
も
の
に

限
る

。
）
を

加
え
る

。
 

 
 

エ
 
建

設
業
法

施
行
令
の

規
定

に
よ

る
土
木

施
工
管
理

に
係

る
１

級
の
技

術
検
定
に

合
格

し
た

者
を
加

え
る
。
 

 ３
 

施
行
期

日
 

 
 
令

和
７

年
４
月

１
日
 

 

鴨
川

市
水
道

事
業
給

水
条
例
 
新

旧
対
照

表
 

改
正

前
 

改
正

後
 

 
（

布
設
工

事
監
督

者
の
資
格
）
 

第
1
4
条

の
３
 

法
第

1
2
条
第

２
項

に
規

定
す
る

条
例
で
定

め
る

資
格

は
、
次

の
と

お

り
と

す
る
。
 

 
(
１

)
 
学

校
教
育

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
26

号
）
に
よ

る
大

学
（
短

期
大
学

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

の
土

木
工

学
科

若
し

く
は

こ
れ

に
相
当

す
る

課
程

に
お

い

て
衛

生
工
学

若
し
く

は
水
道
工

学
に

関
す

る
学
科

目
を
修
め

て
卒

業
し

た
後
、

又
は

旧
大
学

令
（
大

正
７
年
勅

令
第

3
88

号
）
に

よ
る
大
学

に
お

い
て

土
木
工

学
科
若

し
く

は
こ
れ

に
相
当
す

る
課

程
を

修
め
て

卒
業
し
た

後
、
２

年
以
上
水

道
に

関
す
る

技
術
上

の
実
務
に

従
事

し
た

経
験
を

有
す
る
者
 

 
(
２

)
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

の
土

木
工

学
科

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
課

程
に

お
い

て
衛

生
工

学
及

び
水

道
工

学
に

関
す

る
学

科
目

以
外

の
学

科
目

を
修

め

て
卒

業
し
た

後
、
３

年
以

上
水

道
に

関
す

る
技
術

上
の
実
務

に
従

事
し

た
経
験

を
有

す
る
者
 

 
(
３

)
 
学

校
教
育

法
に
よ
る

短
期

大
学
（
同

法
に
よ

る
専

門
職

大
学

の
前
期

課
程
を

 
（
布

設
工

事
監
督

者
の
資
格
）
 

第
1
4
条

の
３
 
法
第

1
2
条
第

２
項

に
規

定
す
る

条
例
で
定

め
る

資
格

は
、
次

の
と

お

り
と

す
る
。
 

 
(
１

)
 
学

校
教
育

法
（
昭
和

2
2
年

法
律

第
26

号
）
に
よ

る
大

学
（
短

期
大
学

を
除

く
。

以
下
同

じ
。
）
又

は
旧
大

学
令
（
大

正
７
年

勅
令
第

3
8
8
号
）

に
よ

る
大

学
に

お
い

て
土

木
工

学
科

又
は

こ
れ

に
相

当
す

る
課

程
を

修
め

て
卒

業
し

た

後
、
１
年

６
月
以

上
水
道

に
関

す
る

技
術

上
の
実

務
に
従
事

し
た

経
験

を
有
す

る
者
 

  
(
２

)
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

大
学

又
は

旧
大

学
令

に
よ

る
大

学
に

お
い

て
機

械
工

学
科

若
し

く
は

電
気

工
学

科
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
課

程
を

修
め

て
卒

業

し
た

後
、
２

年
以

上
水
道

に
関

す
る

技
術

上
の
実

務
に
従
事

し
た

経
験

を
有
す

る
者
 

 
(
３

)
 
学

校
教
育

法
に
よ
る

短
期

大
学
（
同

法
に
よ

る
専

門
職

大
学

の
前
期

課
程
を



－
3
－
 

含
む

。
）
若

し
く
は

高
等
専
門

学
校

又
は

旧
専
門

学
校
令
（
明

治
36

年
勅
令

第

6
1
号

）
に

よ
る

専
門

学
校
に

お
い

て
土

木
科

又
は

こ
れ
に

相
当

す
る

課
程

を

修
め

て
卒
業

し
た
後
（
同
法
に

よ
る

専
門

職
大
学

の
前
期
課

程
に

あ
っ

て
は
、

修
了

し
た

後
）
、
５

年
以

上
水

道
に

関
す

る
技

術
上

の
実
務

に
従

事
し

た
経

験

を
有

す
る
者
 

  
（

新
設
）
 

   
(
４

)
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

高
等

学
校

若
し

く
は

中
等

教
育

学
校

又
は

旧
中

等
学

校
令
（

昭
和

1
8
年

勅
令
第

36
号
）
に
よ

る
中
等

学
校
に
お

い
て

土
木

科
又
は

こ
れ

に
相
当

す
る
課

程
を
修
め

て
卒

業
し

た
後
、
７
年
以
上

水
道

に
関

す
る
技

術
上

の
実
務

に
従
事

し
た
経
験

を
有

す
る

者
 

  
（

新
設
）
 

   
(
５

)
 

1
0
年
以

上
水

道
の

工
事

に
関

す
る

技
術

上
の
実

務
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
 

 
(
６

)
 
第

１
号
又

は
第
２
号

の
卒

業
者

で
あ
っ

て
、
学
校

教
育

法
に

よ
る
大

学
院
研

究
科

に
お

い
て

１
年

以
上

衛
生

工
学

若
し

く
は

水
道

工
学

に
関

す
る

課
程

を

専
攻

し
た
後

、
又

は
大
学

の
専

攻
科

に
お

い
て
衛

生
工
学
若

し
く

は
水

道
工
学

に
関

す
る
専

攻
を
修

了
し
た
後

、
第

１
号

の
卒
業

者
に
あ
っ

て
は

１
年

以
上
、

第
２

号
の

卒
業

者
に

あ
っ

て
は

２
年

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に

含
む

。
）
若

し
く
は

高
等
専
門

学
校

又
は

旧
専
門

学
校
令
（

明
治

36
年

勅
令

第

6
1
号

）
に
よ

る
専
門

学
校
（
次

号
に
お

い
て
「

短
期
大
学

等
」
と
い

う
。）

に

お
い

て
土
木

科
又
は

こ
れ
に
相

当
す

る
課

程
を
修

め
て
卒
業

し
た

後
（
同
法

に

よ
る

専
門
職

大
学
の

前
期
課
程

に
あ

っ
て

は
、
修

了
し
た
後
。
次

号
に

お
い
て

同
じ

。
）、

２
年
６

月
以
上

水
道

に
関

す
る

技
術
上

の
実
務
に

従
事

し
た

経
験
を

有
す

る
者
 

 
(
４

)
 

短
期

大
学

等
に

お
い

て
機

械
科

若
し

く
は

電
気

科
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
課

程
を
修

め
て
卒

業
し
た
後

、
３
年

以
上
水

道
に
関

す
る

技
術

上
の

実
務
に

従
事

し
た
経

験
を
有

す
る
者
 

 
(
５

)
 

学
校

教
育

法
に

よ
る

高
等

学
校

若
し

く
は

中
等

教
育

学
校

又
は

旧
中

等
学

校
令
（
昭

和
18

年
勅
令

第
36

号
）
に

よ
る
中

等
学
校
（
次

号
に

お
い

て
「

高

等
学

校
等

」
と

い
う

。
）
に
お

い
て

土
木

科
又

は
こ

れ
に
相

当
す

る
課

程
を

修

め
て

卒
業
し

た
後
、
３
年
６
月
以

上
水
道

に
関
す

る
技
術
上

の
実

務
に

従
事
し

た
経

験
を
有

す
る
者
 

 
(
６

)
 

高
等

学
校

等
に

お
い

て
機

械
科

若
し

く
は

電
気

科
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
課

程
を
修

め
て
卒

業
し
た
後

、
４
年

以
上
水

道
に
関

す
る

技
術

上
の

実
務
に

従
事

し
た
経

験
を
有

す
る
者
 

 
(
７

)
 

５
年

以
上

水
道

の
工

事
に

関
す

る
技

術
上

の
実

務
に

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
 

 
(
８

)
 
第

１
号
又

は
第
２
号

の
卒

業
者

で
あ
っ

て
、
学
校

教
育

法
に

よ
る
大

学
院
研

究
科

に
お

い
て

１
年

以
上

衛
生

工
学

若
し

く
は

水
道

工
学

に
関

す
る

課
程

を

専
攻

し
た
後

、
又

は
大
学

の
専

攻
科

に
お

い
て
衛

生
工
学
若

し
く

は
水

道
工
学

に
関

す
る
専

攻
を
修

了
し
た
後

、
第

１
号

の
卒
業

者
に
あ
っ

て
は

１
年

以
上
、

第
２

号
の

卒
業

者
に

あ
っ

て
は

１
年

６
月

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
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従
事

し
た
経

験
を
有

す
る
も
の
 

 
(
７

)
 

外
国

の
学

校
に

お
い

て
第

１
号

若
し

く
は

第
２

号
に

規
定

す
る

課
程

及
び

学
科

目
又

は
第

３
号

若
し

く
は

第
４

号
に

規
定

す
る

課
程

に
相

当
す

る
課

程

又
は

学
科
目
を
、
当

該
各

号
に

規
定

す
る

学
校
に

お
い
て
修

得
す

る
程

度
と
同

等
以

上
に
修

得
し
た

後
、
当
該

各
号

に
規

定
す
る

最
低
経
験

年
数

以
上

水
道
に

関
す

る
技
術

上
の
実

務
に
従
事

し
た

経
験

を
有
す

る
者
 

 
(
８

)
 
技

術
士
法
（
昭
和

5
8
年

法
律
第

2
5
号
）
第
４
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る
第

２
次

試
験
の

う
ち
上

下
水
道
部

門
に

合
格

し
た
者
（
選

択
科

目
と

し
て

上
水
道

及
び

工
業

用
水

道
を

選
択

し
た

も
の

に
限

る
。
）

で
あ

っ
て

、
１

年
以

上
水

道

に
関

す
る
技

術
上
の

実
務
に
従

事
し

た
経

験
を
有

す
る
も
の
 

 
（

新
設
）
 

    
（

水
道
技

術
管
理

者
の
資
格
）
 

第
1
4
条

の
４
 

法
第

1
9
条
第

３
項

に
規

定
す
る

条
例
で
定

め
る

資
格

は
、
次

の
と

お

り
と

す
る
。
 

 
(
１

)
 
前

条
の
規

定
に
よ
り

布
設

工
事

監
督
者

の
資
格
を

有
す

る
者
 

      

務
に

従
事
し

た
経
験

を
有
す
る

も
の
 

 
(
９

)
 

外
国

の
学

校
に

お
い

て
第

１
号

か
ら

第
６

号
ま

で
に

規
定

す
る

課
程

に
相

当
す

る
課
程

を
、
当

該
各

号
に

規
定

す
る

学
校
に

お
い
て
修

得
す

る
程

度
と
同

等
以

上
に
修

得
し
た

後
、
当
該

各
号

に
規

定
す
る

最
低
経
験

年
数

以
上

水
道
に

関
す

る
技
術

上
の
実

務
に
従
事

し
た

経
験

を
有
す

る
者
 

  
(
1
0
)
 
技

術
士
法
（
昭
和

5
8
年

法
律
第

2
5
号

）
第
４
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
る
第

２
次

試
験
の

う
ち
上

下
水
道
部

門
に

合
格

し
た
者
（
選

択
科

目
と

し
て

上
水
道

及
び

工
業

用
水

道
を

選
択

し
た

も
の

に
限

る
。
）
で

あ
っ
て

、
６

月
以

上
水

道

に
関

す
る
技

術
上
の

実
務
に
従

事
し

た
経

験
を
有

す
る
も
の
 

 
(
1
1
)
 
建

設
業
法

施
行
令
（
昭

和
31

年
政
令

第
2
73

号
）
第

37
条

第
１

項
及
び
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

土
木

施
工

管
理

に
係

る
１

級
の

技
術

検
定

に
合

格
し

た

者
で
あ

っ
て

、
１
年

６
月

以
上

水
道

に
関
す

る
技

術
上
の
実

務
に

従
事

し
た
経

験
を

有
す
る
も

の
 

 
（
水

道
技

術
管
理

者
の
資
格
）
 

第
1
4
条

の
４
 
法
第

1
9
条
第

３
項

に
規

定
す
る

条
例
で
定

め
る

資
格

は
、
次

の
と

お

り
と

す
る
。
 

 
(
１

)
 
前

条
第
１

号
、
第
３

号
又

は
第

５
号
に

規
定
す
る

学
校

に
お

い
て
土

木
工
学

科
若

し
く

は
土

木
科

又
は

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

課
程

を
修

め
て

卒
業

し
た

後

（
学

校
教

育
法

に
よ

る
専

門
職

大
学

の
前

期
課

程
に

あ
っ

て
は

、
修

了
し

た

後
。
次

号
及

び
第
４

号
に
お
い

て
同

じ
。）
、
同
条

第
１
号
に

規
定

す
る

学
校
を

卒
業

し
た
者

に
つ
い

て
は
１
年

６
月

以
上

、
同

条
第
３

号
に

規
定

す
る

学
校
を

卒
業

し
た
者
（

同
法

に
よ
る
専

門
職

大
学

の
前
期

課
程
に
あ

っ
て

は
、
修

了
し

た
者

）
に
つ

い
て
は

２
年
６
月

以
上

、
同

条
第
５

号
に
規
定

す
る

学
校

を
卒
業
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(
２

)
 
前

条
第
１

号
、
第
３

号
及

び
第

４
号
に

規
定
す
る

学
校

に
お

い
て
土

木
工
学

以
外

の
工
学

、
理

学
、
農

学
、
医

学
若

し
く

は
薬
学
に

関
す

る
学

科
目

又
は
こ

れ
ら

に
相
当

す
る
学

科
目
を
修

め
て

卒
業

し
た
後
（
学

校
教

育
法

に
よ

る
専
門

職
大

学
の

前
期

課
程

に
あ

っ
て

は
、

修
了

し
た

後
）
、

同
条

第
１

号
に

規
定

す

る
学

校
を
卒

業
し
た

者
に
つ
い

て
は
４
年
以

上
、
同
条

第
３

号
に

規
定

す
る
学

校
を

卒
業
し

た
者
（

同
法
に
よ

る
専

門
職

大
学
の

前
期
課
程

に
あ
っ
て

は
、
修

了
し

た
者
）
に

つ
い

て
は
６
年
以

上
、
同

条
第
４

号
に
規
定

す
る

学
校

を
卒
業

し
た

者
に

つ
い

て
は

８
年

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に
従

事
し

た

経
験

を
有
す

る
者
 

 
(
３

)
 

10
年
以
上

水
道
に

関
す

る
技

術
上
の

実
務
に
従

事
し

た
経

験
を
有

す
る
者
 

 
(
４

)
 
前

条
第
１

号
、
第
３

号
及

び
第

４
号
に

規
定
す
る

学
校

に
お

い
て
工

学
、
理

学
、
農

学
、
医
学

及
び
薬

学
に

関
す

る
学

科
目
並

び
に
こ
れ

ら
に

相
当

す
る
学

科
目
以

外
の
学

科
目
を

修
め
て

卒
業

し
た

後
（

学
校
教

育
法

に
よ

る
専

門
職
大

学
の

前
期

課
程

に
あ

っ
て

は
、

修
了

し
た

後
）
、

同
条

第
１

号
に

規
定

す
る

学

校
を

卒
業
し

た
者
に

つ
い
て
は
５

年
以
上

、
同

条
第
３

号
に

規
定

す
る

学
校
を

卒
業

し
た
者
（

同
法

に
よ
る
専

門
職

大
学

の
前
期

課
程
に
あ

っ
て

は
、
修

了
し

た
者

）
に
つ

い
て
は
７

年
以
上

、
同

条
第

４
号
に

規
定
す
る

学
校

を
卒

業
し
た

者
に

つ
い

て
は

９
年

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に
従

事
し

た
経

験

を
有

す
る
者
 

 
(
５

)
 

外
国

の
学

校
に

お
い

て
第

２
号

に
規

定
す

る
学

科
目

又
は

前
号

に
規

定
す

る
学

科
目
に

相
当
す

る
学
科
目
を

、
当

該
各
号

に
規
定

す
る

学
校

に
お

い
て
修

得
す

る
程
度

と
同
等

以
上
に
修

得
し

た
後

、
当

該
各
号

の
卒

業
者

ご
と

に
規
定

し
た

者
に

つ
い

て
は

３
年

６
月

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に
従

事

し
た

経
験
を

有
す
る

者
 

 
(
２

)
 
前

条
第
１

号
、
第
３

号
又

は
第

５
号
に

規
定
す
る

学
校

に
お

い
て
工

学
、
理

学
、
農

学
、
医

学
若

し
く

は
薬

学
の

課
程

又
は
こ

れ
ら
に
相

当
す

る
課

程
（

土

木
工

学
科

及
び

土
木

科
並

び
に

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

課
程
を

除
く

。
）

を
修

め

て
卒

業
し
た

後
、
同

条
第

１
号

に
規

定
す

る
学
校

を
卒
業
し

た
者

に
つ

い
て
は

２
年
以

上
、
同

条
第

３
号
に
規

定
す

る
学

校
を
卒

業
し
た
者
（

同
法
に

よ
る
専

門
職

大
学
の

前
期
課

程
に
あ
っ

て
は

、
修

了
し
た

者
）
に

つ
い

て
は
３
年

以
上
、

同
条

第
５

号
に

規
定

す
る

学
校

を
卒

業
し

た
者

に
つ

い
て

は
４

年
以

上
水

道

に
関

す
る
技

術
上
の

実
務
に
従

事
し

た
経

験
を
有

す
る
者
 

  
(
３

)
 
５
年

以
上

水
道
に
関

す
る

技
術

上
の
実

務
に
従
事

し
た

経
験

を
有
す

る
者
 

 
(
４

)
 
前

条
第
１

号
、
第
３

号
又

は
第

５
号
に

規
定
す
る

学
校

に
お

い
て
工

学
、
理

学
、
農

学
、
医
学

及
び
薬

学
に

関
す

る
課

程
並
び

に
こ
れ
ら

に
相

当
す

る
課
程

以
外

の
課
程

を
修
め

て
卒
業
し

た
後
、
同

条
第

１
号
に

規
定

す
る

学
校

を
卒
業

し
た

者
に
つ

い
て
は
２

年
６
月
以

上
、
同

条
第

３
号
に

規
定

す
る

学
校

を
卒
業

し
た

者
（
同

法
に
よ

る
専
門
職

大
学

の
前

期
課
程

に
あ
っ
て

は
、
修
了

し
た
者

）

に
つ

い
て
は
３
年
６

月
以
上
、
同
条
第
５
号
に

規
定
す

る
学

校
を

卒
業

し
た
者

に
つ

い
て

は
４

年
６

月
以

上
水

道
に

関
す

る
技

術
上

の
実

務
に

従
事

し
た

経

験
を

有
す
る

者
 

  
(
５

)
 

外
国

の
学

校
に

お
い

て
第

１
号

若
し

く
は

第
２

号
に

規
定

す
る

課
程

又
は

前
号

に
規
定

す
る
課

程
に
相
当

す
る
課
程
を
、
当

該
各

号
に

規
定

す
る

学
校
に

お
い

て
修
得

す
る
程

度
と
同
等

以
上

に
修

得
し
た

後
、
当
該

各
号

の
卒

業
者
ご



－
6
－
 

す
る

最
低

経
験

年
数

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に
従

事
し

た
経

験

を
有

す
る
者
 

 
(
６

)
 
略
 

 
（

新
設
）
 

    
（

新
設
）
 

と
に

規
定

す
る

最
低

経
験

年
数

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に
従

事

し
た

経
験
を

有
す
る

者
 

 
(
６

)
 
略
 

 
(
７

)
 

技
術

士
法

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

第
２

次
試

験
の

う
ち

上
下

水
道

部
門

に
合
格

し
た
者
（
選

択
科

目
と

し
て

上
水
道

及
び
工
業

用
水

道
を

選
択
し

た
も

の
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て
、

６
月

以
上

水
道

に
関

す
る

技
術

上
の

実
務

に

従
事

し
た
経

験
を
有

す
る
者
 

 
(
８

)
 
建

設
業
法

施
行
令
第

3
7
条

第
１
項

及
び
第

２
項

の
規

定
に

よ
る
土

木
施
工

管
理

に
係
る

１
級
の

技
術
検
定

に
合

格
し

た
者
で
あ

っ
て
、
１

年
６

月
以
上

水

道
に

関
す
る

技
術
上

の
実
務
に

従
事

し
た

経
験
を

有
す
る
者
 

  
 

 
附
 

則
 

 
こ

の
条
例

は
、
令

和
７
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 



議
案

第
　

号

第
１

条
令

和
６

年
度

鴨
川

市
水

道
事

業
会

計
の

補
正

予
算

（
第

２
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（
債

務
負

担
行

為
）

第
２

条
債

務
負

担
行

為
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

事
項

、
期

間
及

び
限

度
額

は
、

次
の

と
お

り
と

定
め

る
。

（
単
位
　
千
円
）

令
和

７
年

　
月

　
日

提
出

鴨
川
市
長
　
長
谷
川
 
孝
夫

　
基

幹
水

利
施

設
ス

ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
事

業
2
3
,
3
6
0

事
項

期
間

限
度
額

自 至
令

和
７

年
度

令
和

６
年

度
鴨

川
市

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
　
　
　
　
　

令
和

６
年

度

Administrator
テキストボックス
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－
1
－
 

議
案

第
 
 
号
 

 
 

 
令
和
６

年
度

鴨
川
市
水

道
事

業
会

計
補
正

予
算
（
第
２

号
）
 

 １
 

提
案
理

由
 

 
 
令

和
６

年
度
鴨

川
市
水
道

事
業
会
計

予
算
に

変
更
を
加

え
る

必
要

が
生
じ

、
補
正
予

算
（

第
２

号
）
を

調
製
し
た

の
で

、
地

方
自
治

法
（
昭
和

2
2
年

法
律
第

6
7
号

）
第

9
6
条

第
１
項
第

２
号
の

規
定

に
よ

り
議

決
を
求

め
る
。
 

 ２
 

内
容
 

 
(
１

)
 
債

務
負
担

行
為
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

単
位
 
千
円

）
 

事
項
 

期
間
 

限
度

額
 

説
明
 

基
幹

水
利

施
設

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

事
業
 

自
 

令
和
６

年
度
 

至
 

令
和
７

年
度
 

2
3
,
3
6
0 

 
県

が
実

施
す

る
保

台
ダ

ム
に

係
る

基
幹

水
利

施
設

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ

メ
ン

ト
事
業
に

つ
い

て
負
担
金

を
支

出
す

る
。
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  議
案

第
 
号
 

令
和

７
年
度

鴨
川
市

水
道
事
業

会
計

予
算
 

  
（

総
則
）
 

第
１

条
 
令

和
７
年

度
鴨
川
市

水
道

事
業

会
計
の

予
算
は
、

次
に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ
る

。
 

 
（

業
務
の

予
定
量

）
 

第
２

条
 
業

務
の
予

定
量
は
、

次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

 
(
１

)
 
給

水
戸

数
 

 
 
 1
8
,
7
00

戸
 

 
(
２

)
 
年

間
総

給
水

量
 

 
5
,
34
5
,
0
00

㎥
 

 
(
３

)
 
一

日
平

均
給

水
量

 
 

 
 1
4
,
6
44

㎥
 

 
(
４

)
 
主

要
な
建

設
改
良
事

業
 

 
 

 
 
建

設
改
良

事
業
費
 

 
 

 
  
4
4
2
,
14
9
千
円
 

 
（

収
益
的

収
入
及

び
支
出
）
 

第
３

条
 
収

益
的
収

入
及
び
支

出
の

予
定

額
は
、

次
の
と
お

り
と

定
め

る
。
 

収
 

 
 
 

 
 
 

 
入
 

 
第

１
款
 

事
業
収

益
 

1
,
5
1
2
,
5
24

千
円
 

 
 
第

１
項
 
営
業

収
益
 

1
,
2
6
0
,
6
65

千
円
 

 
 
第

２
項
 
営
業

外
収
益
 

2
5
1
,
8
5
8
千

円
 

 
 
第

３
項
 
特
別

利
益
 

1
千

円
 

支
 

 
 
 

 
 
 

 
出
 

 
第

１
款
 

事
業
費
 

1
,
5
0
5
,
2
11

千
円
 

 
 
第

１
項
 
営
業

費
用
 

1
,
4
3
7
,
8
14

千
円
 

 
 
第

２
項
 
営
業

外
費
用
 

5
4
,
7
9
6
千
円
 

 
 
第

３
項
 
特
別

損
失
 

2
,
6
0
1
千
円
 

 
 
第

４
項
 
予
備

費
 

1
0
,
0
0
0
千
円
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（

資
本
的

収
入
及

び
支
出
）
 

第
４

条
 
資

本
的
収

入
及
び
支

出
の

予
定

額
は
、

次
の
と
お

り
と

定
め

る
（
資

本
的
収
入

額
が

資
本

的
支
出

額
に
対
し

不
足

す
る

額
4
0
0
,9
3
0
千
円

は
、

過
年

度

分
損

益
勘
定

留
保
資

金
2
7
6,
2
7
4
千

円
、

減
債
積

立
金

92
,
0
9
0
千

円
及

び
当
年

度
分
消

費
税

及
び

地
方
消

費
税
資
本

的
収

支
調

整
額

32
,
5
6
6
千

円
で

補
塡
す

る
も

の
と
す

る
。
）。

 

収
 

 
 
 

 
 
 

 
入
 

 
第

１
款
 

資
本
的

収
入
 

3
1
2
,
2
9
3
千

円
 

 
 
第

１
項
 
企
業

債
 

3
1
2
,
2
9
2
千

円
 

 
 
第

２
項
 
固
定

資
産
売
却

代
金
 

1
千

円
 

支
 

 
 
 

 
 
 

 
出
 

 
第

１
款
 

資
本
的

支
出
 

7
1
3
,
2
2
3
千

円
 

 
 
第

１
項
 
建
設

改
良
事
業

費
 

4
4
2
,
1
4
9
千

円
 

 
 
第

２
項
 
企
業

債
償
還
金
 

2
6
1
,
0
7
4
千

円
 

 
 
第

３
項
 
予
備

費
 

1
0
,
0
0
0
千
円
 

 
（

企
業
債

）
 

第
５

条
 
起

債
の
目

的
、
限
度

額
、

起
債

の
方
法

、
利
率
及

び
償

還
の

方
法
は

、
次
の
と

お
り

と
定

め
る
。
 

起
債

の
目

的
 

限
度

額
 

（
千

円
）
 

起
債
の
方
法
 

利
率
 

償
還
の
方
法
 

建
設

改
良

事
業
 

    

3
1
2
,
2
92
 

普
通

貸
借

又
は

証
券
発
行
 

   

５
．

０
％
以
内
 

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利
率
）
 

 

政
府
資
金
及
び
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
資
金
に
つ
い
て
は

そ
の
融
通
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場
合
に
は
そ
の
債

権
者
と
協
定
す
る
も
の
に
よ
る
。
 

た
だ
し
、
企
業
財
政
の
都
合
に
よ
り
、
据
置
期
間
及
び
償
還

期
限
の
短
縮
、
繰
上
償
還
並
び
に
低
利
債
へ
の
借
換
え
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（

一
時
借

入
金
）
 

第
６

条
 
一

時
借
入

金
の
限
度

額
は

、
20
0
,
0
00

千
円
と
定

め
る

。
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（

予
定
支

出
の
各

項
の
経
費

の
金

額
の

流
用
）
 

第
７

条
 
予

定
支
出

の
各
項
の

経
費

の
金

額
を
流

用
す
る
こ

と
が

で
き

る
場
合

は
、
次
の

と
お

り
と

定
め
る

。
 

 
(
１

)
 
営

業
費
用
 

 
(
２

)
 
営

業
外
費

用
 

 
（

議
会
の

議
決
を

経
な
け
れ

ば
流

用
す

る
こ
と

の
で
き
な

い
経

費
）
 

第
８

条
 

次
に
掲

げ
る

経
費
に

つ
い

て
は

、
そ

の
経

費
の
金

額
を

、
そ

れ
以

外
の

経
費
の

金
額

に
流

用
し

、
又

は
そ
れ

以
外

の
経

費
を

そ
の

経
費
の

金
額

に
流
用

す
る

場
合
は

、
議
会

の
議
決
を

経
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

 
(
１

)
 
職

員
給
与

費
 
 
1
5
6
,
1
2
0
千

円
 

 
（

他
会
計

か
ら
の

補
助
金
）
 

第
９

条
 
営

業
助
成

の
た
め
、

一
般

会
計

か
ら
こ

の
会
計
へ

補
助

を
受

け
る
金

額
は
、
5
0
,
0
0
0
千
円

で
あ
る

。
 

 
（

た
な
卸

資
産
購

入
限
度
額

）
 

第
1
0
条

 
た

な
卸
資

産
購
入

限
度

額
は

、
7
7
,0
4
1
千
円

と
定

め
る

。
 

  
 
令

和
７

年
 
月

 
日
提
出
 

鴨
川

市
長
 

長
谷
川
 
孝

夫
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収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

（
単
位
　
千
円
）

予
定
額

１
事
業
収
益

1
,
5
1
2
,
5
2
4

１
営
業
収
益

1
,
2
6
0
,
6
6
5

１
給
水
収
益

1
,
2
4
0
,
8
0
0

２
受
託
工
事
収
益

6
,
6
9
9

３
そ
の
他
の
営
業
収
益

1
3
,
1
6
6

２
営
業
外
収
益

2
5
1
,
8
5
8

１
給
水
申
込
負
担
金

3
0
,
3
1
6

２
受
取
利
息
及
び
配
当
金

5
4
0

３
雑
収
益

7
1
3

４
他
会
計
補
助
金

5
0
,
0
0
0

５
県
補
助
金

4
2
,
7
4
5

６
長
期
前
受
金
戻
入

1
2
7
,
5
4
4

３
特
別
利
益

1

１
固
定
資
産
売
却
益

1

１
）
令
和
７
年
度
鴨
川
市
水
道
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画

収
益
的
収
入
及
び
支
出

款
項

目
備
考
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予
定
額

１
事
業
費

1
,
5
0
5
,
2
1
1

１
営
業
費
用

1
,
4
3
7
,
8
1
4

１
原
水
費

2
1
,
5
3
4

２
浄
水
費

5
6
0
,
2
5
4

３
配
水
及
び
給
水
費

1
5
3
,
0
6
9

４
受
託
工
事
費

6
,
5
0
4

５
総
係
費

1
6
0
,
4
3
5

６
減
価
償
却
費

5
3
5
,
5
1
6

７
資
産
減
耗
費

5
0
0

８
そ
の
他
の
営
業
費
用

2

２
営
業
外
費
用

5
4
,
7
9
6

１
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取

扱
諸
費

1
9
,
4
4
5

２
雑
支
出

3
5
1

３
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

3
5
,
0
0
0

３
特
別
損
失

2
,
6
0
1

１
過
年
度
損
益
修
正
損

1

２
そ
の
他
特
別
損
失

2
,
6
0
0

４
予
備
費

1
0
,
0
0
0

１
予
備
費

1
0
,
0
0
0

款
項

目
備
考

Administrator
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（
単
位
　
千
円
）

予
定
額

１
資
本
的
収
入

3
1
2
,
2
9
3

１
企
業
債

3
1
2
,
2
9
2

１
企
業
債

3
1
2
,
2
9
2

２
固
定
資
産
売
却
代
金

1

１
固
定
資
産
売
却
代
金

1

資
　
本
　
的
　
収
　
入
　
及
　
び
　
支
　
出

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

款
項

目
備
考

Administrator
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- 6 -



１
資
本
的
支
出

7
1
3
,
2
2
3

１
建
設
改
良
事
業
費

4
4
2
,
1
4
9

１
原
水
設
備
費

9
6
,
3
9
2

２
浄
水
設
備
費

9
1
,
0
5
3

３
配
水
設
備
費

2
4
9
,
2
4
5

４
営
業
設
備
費

5
,
4
5
9

２
企
業
債
償
還
金

2
6
1
,
0
7
4

１
企
業
債
償
還
金

2
6
1
,
0
7
4

３
予
備
費

1
0
,
0
0
0

１
予
備
費

1
0
,
0
0
0

款
項

目
予
定
額

備
考

Administrator
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千
円

1
,
9
4
7

5
3
5
,
5
1
4

8
0
4

△
 
1
2
7
,
5
4
5

4
2
0

△
 
3
,
6
3
3

△
 
3
2
6
,
3
1
5

　
　

た
な

卸
資

産
の

増
減

額
（

△
は

増
加

）
8
1
2

8
2
,
0
0
4

△
 
4
1
0
,
4
9
0

△
 
4
1
0
,
4
9
0

3
1
2
,
2
9
2

△
 
2
6
1
,
0
7
4

5
1
,
2
1
8

△
 
2
7
7
,
2
6
8

1
,
4
1
1
,
8
9
3

1
,
1
3
4
,
6
2
5

２
）

令
和

７
年

度
鴨

川
市

水
道

事
業

会
計

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

（
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

１
　

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

　
　

当
年

度
純

利
益

（
△

は
純

損
失

）

　
　

減
価

償
却

費

　
　

引
当

金
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）

　
　

長
期

前
受

金
戻

入
額

　
　

固
定

資
産

除
却

損

　
　

未
収

金
の

増
減

額
（

△
は

増
加

）

　
　

未
払

金
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）

　
　

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
　

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

　
　

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

　
　

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

３
　

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

資
金

期
首

残
高

資
金

期
末

残
高

　
　

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

　
　

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

　
　

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

資
金

減
少

額

Administrator
タイプライターテキスト
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１
　
総
　
括

※
（
）
内
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
の
職
を
占
め
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の

１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
職
員
の
外
書
き

３
）

　
給

　
　

与
　

　
費

　
　

明
　

　
細

　
　

書

職
員
数

給
与
費

特
別
職

一
般
職

報
酬

給
料

手
当

計
区
　
分

法
定
福
利
費

合
計

（
人
）

（
人
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

1
1

(
1
0
) 1

(
0
)

1
2

(
1
0
)

1
3

(
1
0
) 1

(
0
)

1
4

(
1
0
)

△
 
2

(
0
) 0

(
0
)

△
 
2

(
0
)

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

本 年 度

損
益
勘
定
支
弁
職
員

7
2
4
,
0
1
5

4
9
,
2
7
1

3
7
,
0
1
7

1
1
0
,
3
0
3

3
4
,
7
1
6

1
4
5
,
0
1
9

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

4
,
6
9
0

3
,
1
1
1

7
,
8
0
1

3
,
3
0
0

1
1
,
1
0
1

合
　
　
計

7
2
4
,
0
1
5

5
3
,
9
6
1

4
0
,
1
2
8

1
1
8
,
1
0
4

3
8
,
0
1
6

1
5
6
,
1
2
0

前 年 度

損
益
勘
定
支
弁
職
員

7
2
2
,
1
7
9

5
7
,
4
4
9

3
9
,
0
2
3

1
1
8
,
6
5
1

3
8
,
1
9
5

1
5
6
,
8
4
6

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

4
,
6
1
3

3
,
0
1
5

7
,
6
2
8

2
,
6
5
7

1
0
,
2
8
5

合
　
　
計

7
2
2
,
1
7
9

6
2
,
0
6
2

4
2
,
0
3
8

1
2
6
,
2
7
9

4
0
,
8
5
2

1
6
7
,
1
3
1

比 較

損
益
勘
定
支
弁
職
員

0
1
,
8
3
6

△
 
8
,
1
7
8

△
 
2
,
0
0
6

△
 
8
,
3
4
8

△
 
3
,
4
7
9

△
 
1
1
,
8
2
7

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

7
7

9
6

1
7
3

6
4
3

8
1
6

合
　
　
計

0
1
,
8
3
6

△
 
8
,
1
0
1

△
 
1
,
9
1
0

△
 
8
,
1
7
5

△
 
2
,
8
3
6

△
 
1
1
,
0
1
1

区 分

扶
養

手
当

通
勤
手
当

特
殊
勤
務

手
　
　
当

時
間
外
勤
務

手
　
　
　
当

休
日
勤
務

手
　
　
当

管
理
職
員

特
別
勤
務

手
　
　
当

管
理
職

手
　
当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

7
2
9

1
4
,
5
0
1

住
居
手
当

宿
日
直

手
　
当

合
計

本 年 度
1
,
3
3
8

4
2
6

0
1
0
,
5
4
6

6
3
4

0
7
2
9

1
4
,
5
1
6

1
1
,
9
3
9

0
0

4
0
,
1
2
8

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

1
1
,
9
5
4

3
3
6

0
4
2
,
0
3
8

比 較
2
8
2

4
0

0
△
 
1
,
9
0
8

1
2

0
0

1
5

△
 
1
5

△
 
3
3
6

0
△
 
1
,
9
1
0

前 年 度
1
,
0
5
6

3
8
6

0
1
2
,
4
5
4

6
2
2

0

職 員 手 当 の 内 訳
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ア
　
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
職
員

※
（
)
内
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
外
書
き

職
員
数

給
与
費

特
別
職

一
般
職

報
酬

給
料

手
当

計
区
　
分

法
定
福
利
費

合
計

（
人
）

（
人
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

1
1

(
0
) 1

(
0
)

1
2

(
0
)

1
3

(
0
) 1

(
0
)

1
4

(
0
)

△
 
2

(
0
) 0

(
0
)

△
 
2

(
0
)

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

本 年 度

損
益
勘
定
支
弁
職
員

7
1
4
0

4
9
,
2
7
1

3
2
,
6
4
0

8
2
,
0
5
1

3
1
,
4
5
8

1
1
3
,
5
0
9

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

4
,
6
9
0

3
,
1
1
1

7
,
8
0
1

3
,
3
0
0

1
1
,
1
0
1

合
　
　
計

7
1
4
0

5
3
,
9
6
1

3
5
,
7
5
1

8
9
,
8
5
2

3
4
,
7
5
8

1
2
4
,
6
1
0

前 年 度

損
益
勘
定
支
弁
職
員

7
1
4
0

5
7
,
4
4
9

3
7
,
2
3
0

9
4
,
8
1
9

3
5
,
4
8
3

1
3
0
,
3
0
2

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

4
,
6
1
3

3
,
0
1
5

7
,
6
2
8

2
,
6
5
7

1
0
,
2
8
5

合
　
　
計

7
1
4
0

6
2
,
0
6
2

4
0
,
2
4
5

1
0
2
,
4
4
7

3
8
,
1
4
0

1
4
0
,
5
8
7

比 較

損
益
勘
定
支
弁
職
員

0
0

△
 
8
,
1
7
8

△
 
4
,
5
9
0

△
 
1
2
,
7
6
8

△
 
4
,
0
2
5

△
 
1
6
,
7
9
3

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

7
7

9
6

1
7
3

6
4
3

8
1
6

合
　
　
計

0
0

△
 
8
,
1
0
1

△
 
4
,
4
9
4

△
 
1
2
,
5
9
5

△
 
3
,
3
8
2

△
 
1
5
,
9
7
7

区 分

扶
養

手
当

通
勤
手
当

特
殊
勤
務

手
　
　
当

時
間
外
勤
務

手
　
　
　
当

休
日
勤
務

手
　
　
当

管
理
職
員

特
別
勤
務

手
　
　
当

管
理
職

手
　
当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

7
2
9

1
3
,
5
2
5

住
居
手
当

宿
日
直

手
　
当

合
計

本 年 度
1
,
3
3
8

4
2
6

0
1
0
,
5
4
6

6
3
4

0
7
2
9

1
2
,
1
2
6

9
,
9
5
2

0
0

3
5
,
7
5
1

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

1
1
,
1
3
7

3
3
6

0
4
0
,
2
4
5

比 較
2
8
2

4
0

0
△
 
1
,
9
0
8

1
2

0
0

△
 
1
,
3
9
9

△
 
1
,
1
8
5

△
 
3
3
6

0
△
 
4
,
4
9
4

前 年 度
1
,
0
5
6

3
8
6

0
1
2
,
4
5
4

6
2
2

0

職 員 手 当 の 内 訳
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イ
　
会
計
年
度
任
用
職
員

※
（
）
内
は
、
会
計
年
度
任
用
の
職
を
占
め
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の

勤
務
時
間
に
比
し
短
い
職
員
の
外
書
き

職
員
数

給
与
費

特
別
職

一
般
職

報
酬

給
料

手
当

計
区
　
分

法
定
福
利
費

合
計

（
人
）

（
人
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

0

(
1
0
) 0

(
0
) 0

(
1
0
) 0

(
1
0
) 0

(
0
) 0

(
1
0
) 0

(
0
) 0

(
0
) 0

(
0
)

（
千

円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

本 年 度

損
益
勘
定
支
弁
職
員

0
2
3
,
8
7
5

0
4
,
3
7
7

2
8
,
2
5
2

3
,
2
5
8

3
1
,
5
1
0

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

0
0

0
0

0

合
　
　
計

0
2
3
,
8
7
5

0
4
,
3
7
7

2
8
,
2
5
2

3
,
2
5
8

3
1
,
5
1
0

前 年 度

損
益
勘
定
支
弁
職
員

0
2
2
,
0
3
9

0
1
,
7
9
3

2
3
,
8
3
2

2
,
7
1
2

2
6
,
5
4
4

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

0
0

0
0

0

合
　
　
計

0
2
2
,
0
3
9

0
1
,
7
9
3

2
3
,
8
3
2

2
,
7
1
2

2
6
,
5
4
4

比 較

損
益
勘
定
支
弁
職
員

0
1
,
8
3
6

0
2
,
5
8
4

4
,
4
2
0

5
4
6

4
,
9
6
6

資
本
勘
定
支
弁
職
員

0
0

0
0

0
0

0

合
　
　
計

0
1
,
8
3
6

0
2
,
5
8
4

4
,
4
2
0

5
4
6

4
,
9
6
6

区 分

扶
養

手
当

通
勤
手
当

特
殊
勤
務

手
　
　
当

時
間
外
勤
務

手
　
　
　
当

休
日
勤
務

手
　
　
当

管
理
職
員

特
別
勤
務

手
　
　
当

管
理
職

手
　
当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

0
9
7
6

住
居
手
当

宿
日
直

手
　
当

合
計

本 年 度
0

0
0

0
0

0
0

2
,
3
9
0

1
,
9
8
7

0
0

4
,
3
7
7

（
千
円
）

（
千
円
）

（
千
円
）

8
1
7

0
0

1
,
7
9
3

比 較
0

0
0

0
0

0
0

1
,
4
1
4

1
,
1
7
0

0
0

2
,
5
8
4

前 年 度
0

0
0

0
0

0

職 員 手 当 の 内 訳
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２
　

給
料

及
び

職
員

手
当

の
増

減
額

の
明

細

区
分

増
減

額
（

千
円

）
説

明
備

考

給
与

改
定

に
伴

う

給
料

△
 
8
,
1
0
1

増
減

分

昇
給

に
伴

う
増

加
分

そ
の

他
の

増
減

分
△

 
9
,
9
4
1
職

員
の

異
動

等

制
度

改
正

に
伴

う

職
員

手
当

△
 
1
,
9
1
0

増
減

分

そ
の

他
の

増
減

分
△

 
2
,
3
9
0
職

員
の

異
動

等

増
減

事
由

別
内

訳
（

千
円

）

7
7
3

1
,
0
6
7

4
8
0

Administrator
タイプライターテキスト
- 12 -



３
　

給
料

及
び
職

員
手

当
の

状
況

　
　

ア
　

職
員

１
人

当
た

り
給

与

医
療

職
給

料
表

(
三

)
適

用
職

員

令
和

平
均

給
料

月
額

(
円

)

平
均

給
与

月
額

(
円

)

現
在

平
均

年
齢

月
数

(
歳

)

令
和

平
均

給
料

月
額

(
円

)

平
均

給
与

月
額

(
円

)

現
在

平
均

年
齢

月
数

(
歳

)

　
　

イ
　

初
任

給

一
般

行
政

職 (
円

)
短
大
卒

（
円
)

（
円

)
短

大
卒

（
円

)
旧

中
５

卒
　

　
　

　
　

　
　

 
(
円

)

1
9
4
,
5
0
0

1
8
3
,
5
0
0
 
 
～ 2
0
7
,
4
0
0

2
2
0
,
0
0
0

短
大
卒

短
大

卒

1
8
8
,
0
0
0

2
2
0
,
0
0
0

企
業

職
給

料
表

適
用

教
育

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

一
般

行
政

職
技

能
労

務
職

適
用

職
員

(
一

)
適

用
職

員
(

二
)

適
用

職
員

3
6
3
,
3
2
8

3
4
6
,
2
0
0

７
年
１
月
１
日

4
1
7
,
0
8
1

4
5
1
,
7
4
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
9
.
 
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6
.
 
1

3
6
8
,
7
7
5

3
4
5
,
4
5
0

６
年
２
月
１
日

4
0
9
,
5
1
8

3
5
6
,
3
2
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
9
.
 
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5
.
 
1

企
業

職
給

料
表

適
用

教
育

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

技
能

労
務

職
適

用
職

員
(

一
)

適
用

職
員

(
二

)
適

用
職

員
(

三
)

適
用

職
員

(
円
)

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

区
　
　
分

鴨
川
市

高
校
卒

大
学
卒

国

高
校
卒

大
学
卒

旧
中

５
卒

　
　

　
　

　
　

 
　

1
8
5
,
7
0
0
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ウ

　
級

別
職

員
数

職
員

数
構

成
比

職
員

数
構

成
比

職
員

数
構

成
比

職
員

数
構

成
比

職
員

数
構

成
比

職
員

数
構

成
比

（
人

）
（

％
）

（
人

）
（

％
）

（
人

）
（

％
）

（
人

）
（

％
）

（
人

）
（

％
）

（
人

）
（

％
）

令
和

現
在

令
和

現
在

(
1
)

(
1
0
0
.
0
)

(
1
)

(
1
0
0
.
0
)

※
（

）
内

は
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
の

外
書

き企
業

職
給

料
表

適
用

職
員

教
育

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

一
般

行
政

職
技

能
労

務
職

適
用

職
員

（
一

）
適

用
職

員
（

二
）

適
用

職
員

（
三

）
適

用
職

員
区

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分

６
級

1
1
0
.
0

７
級

1
1
0
.
0

6
0
.
0

７
年

１
月

１
日

４
級

1
1
0
.
0

５
級

6

２
級

1
1
0
.
0

３
級

2
1
0
0
.
0

計
1
0

1
0
0
.
0

2
1
0
0
.
0

１
級

６
級

1
8
.
3

７
級

1
8
.
3

5
8
.
4

６
年

２
月

１
日

４
級

2
1
6
.
7

５
級

7

２
級

３
級

2
1
0
0
.
0

計
1
2

1
0
0
.
0

2
1
0
0
.
0

１
級

1
8
.
3
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（
級

別
の

基
準

と
な

る
職

務
）

企
業

職
給

料
表

教
育

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

(
一

)
医

療
職

給
料

表
(
二

)
医

療
職

給
料

表
(

三
)

区
 
 
分

適
用

職
員

適
用

職
員

適
用

職
員

適
用

職
員

適
用

職
員

６
級

課
長
補
佐

７
級

課
長
、
主
幹

４
級

副
主
査

５
級

係
長
、
主
査

２
級

主
事
、
技
師

３
級

主
任
主
事
、
主
任
技
師

１
級

主
事
、
技
師
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エ
　
昇
給

教
育

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

医
療

職
給

料
表

一
般

行
政

職
技

能
労

務
職

適
用

職
員

(
一

)
適

用
職

員
(
二

)
適

用
職

員
(
三

)
適

用
職

員

　
職
　
員
　
数

（
Ａ
）
（
人
）

1
2

1
1

1

　
昇
給
に
係
る
職
員
数

（
Ｂ
）
（
人
）

9
9

0

1
号
給
（
人
）

2
号
給
（
人
）

1
1

3
号
給
（
人
）

1
1

4
号
給
（
人
）

7
7

5
号
給
（
人
）

6
号
給
（
人
）

7
号
給
（
人
）

8
号
給
（
人
）

　
比
率
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）

（
％
）

7
5
.
0

8
1
.
8

0
.
0

　
職
　
員
　
数

（
Ａ
）
（
人
）

1
4

1
2

2

　
昇
給
に
係
る
職
員
数

（
Ｂ
）
（
人
）

1
1

1
0

1

1
号
給
（
人
）

2
号
給
（
人
）

1
1

3
号
給
（
人
）

4
号
給
（
人
）

1
0

9
1

5
号
給
（
人
）

6
号
給
（
人
）

7
号
給
（
人
）

8
号
給
（
人
）

　
比
率
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）

（
％
）

7
8
.
6

8
3
.
3

5
0
.
0

企
業

職
給

料
表

適
用

区
　
　
　
　
　
分

合
　
　
計

本 　 　 年 　 　 度

　
号
 
給
 
数
 
別
 
内
 
訳

前 　 　 年 　 　 度

　
号
 
給
 
数
 
別
 
内
 
訳
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オ

　
期

末
手

当
・

勤
勉

手
当

 
カ

　
定

年
退

職
及

び
応

募
認

定
退

職
に

係
る

退
職

手
当

3
5
年
勤
続
の
者

最
高
限

度
そ

 
の

 
他

 
の

支
給

期
別

支
給

率
職

務
上

の
段

階
、

職
務

の

6
月

（
月

分
）

1
2

月
（

月
分

）
級

等
に

よ
る

加
算

措
置

区
 
 
 
 
 
 
 
分

支
給

率
計

（
月

分
）

備
考

本
年

度
２
．
３
０

２
．
３
０

４
．
６
０

有

前
年

度
２
．
２
５

２
．
２
５

４
．
５
０

定
 
年

 
前

 
早

 
期

 
退

 
職

 
　

 
特

 
例

 
措

 
置

有

国
の

制
度

２
．
３
０

２
．
３
０

４
．
６
０

有

区
 
 
 
 
 
分

備
 
 
 
 
 
考

支
給
率
等

2
4
.
5
8
6
8
7
5

3
3
.
2
7
0
7
5

4
7
.
7
0
9

4
7
.
7
0
9

（
2
％

～
2
0
％

加
算

）

（
月

分
）

（
月

分
）

（
月

分
）

（
月

分
）

加
算

措
置

等
2
0
年
勤
続
の
者

2
5
年
勤
続
の
者

国
の
制
度

2
4
.
5
8
6
8
7
5

3
3
.
2
7
0
7
5

4
7
.
7
0
9

4
7
.
7
0
9

（
支
給
率
等
）

（
2
％

～
4
5
％

加
算

）

定
 
年

 
前

 
早

 
期

 
退

 
職

　
 
 
特

 
例

 
措

 
置
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キ

　
特

殊
勤

務
手

当

全
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
種

（
％

）

（
％

）

―

 
ク

　
そ

の
他

の
手

当

区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分

差
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
異

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
容

扶
養

手
当

住
居

手
当

区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分

給
料

総
額

に
対

す
る

比
率

（
令

和
７

年
１

月
１

日
現

在
）

支
給

対
象

職
員

の
比

率

― ―

通
勤

手
当

異
・

 
乗

用
車

等
を

使
用

す
る

場
合

 
 
 
 
 
 
単

価
及

び
支

給
限

度
額

が
国

と
異

な
る

（
令

和
７

年
１

月
１

日
現

在
）

 
 
 
 
 
 
 
 
代

 
表

 
的

 
な

 
特

 
殊

 
勤

 
務

 
手

 
当

 
の

 
名

 
称

国
の

制
度

と
の

異
同

同 同
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左
の
財
源
内
訳

千
円

千
円

千
円

千
円

令
和
４
年
９
月
議
決

6
,
9
1
9

4
,
6
1
2

令
和
７
年
度
ま
で

2
,
3
0
7

2
,
3
0
7

基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

事
業

令
和
５
年
９
月
議
決

1
6
6
,
6
5
7

令
和
７
年
度
ま
で

1
6
6
,
6
5
7

1
6
6
,
6
5
7

電
気
・
通
信
等
施
設
整
備
及
び
事
務
機
器

等
の
保
守
に
係
る
委
託
料

令
和
６
年
1
2
月
議
決

5
,
1
4
0

令
和
７
年
度
ま
で

5
,
1
4
0

5
,
1
4
0

管
理
施
設
警
備
業
務
に
係
る
委
託
料

令
和
６
年
1
2
月
議
決

1
6
5

令
和
７
年
度
ま
で

1
6
5

1
6
5

水
質
検
査
業
務
に
係
る
委
託
料

令
和
６
年
1
2
月
議
決

1
5
,
8
8
9

令
和
７
年
度
ま
で

1
5
,
8
8
9

1
5
,
8
8
9

土
砂
処
理
業
務
に
係
る
委
託
料

令
和
６
年
1
2
月
議
決

4
6
,
8
0
5

令
和
７
年
度
ま
で

4
6
,
8
0
5

4
6
,
8
0
5

水
道
料
金
収
納
等
業
務
に
係
る
委
託
料

令
和
６
年
1
2
月
議
決

6
9
,
8
5
5

令
和
７
年
度
ま
で

6
9
,
8
5
5

6
9
,
8
5
5

薬
品
等
に
係
る
購
入
費 令
和
６
年
1
2
月
議
決

6
9
,
8
1
1

令
和
７
年
度
ま
で

6
9
,
8
1
1

6
9
,
8
1
1

浄
水
場
維
持
管
理
業
務
に
係
る
委
託
料

令
和
６
年
1
2
月
議
決

2
4
,
1
9
2

令
和
７
年
度
ま
で

2
4
,
1
9
2

2
4
,
1
9
2

企
業
会
計
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借

令
和
４
年
度

～
令
和
６
年
度

４
）
債
務
負
担
行
為
に
関
す
る
調
書

前
年
度
末
ま
で
の
支
払
義
務
発
生
(
見
込
)
額

当
該
年
度
以
降
の
支
払
義
務
発
生
予
定
額

事
項

限
度
額

期
間

金
額

期
間

金
額

営
業
収
益
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千
円

千
円

千
円

１
（

１
）

イ
3
5
7
,
4
9
4

ロ
2
,
5
3
2
,
3
0
2

△
 
1
,
5
9
5
,
5
2
3

9
3
6
,
7
7
9

ハ
1
9
,
8
2
6
,
7
7
3

△
 
1
1
,
6
8
5
,
4
8
4

8
,
1
4
1
,
2
8
9

ニ
5
,
4
6
0
,
2
6
4

△
 
3
,
6
8
9
,
0
7
4

1
,
7
7
1
,
1
9
0

ホ
2
3
,
3
0
8

△
 
2
2
,
0
7
1

1
,
2
3
7

ヘ
1
5
6
,
8
1
2

△
 
5
8
,
3
0
2

9
8
,
5
1
0

ト
1
7
1
,
5
3
1

1
1
,
4
7
8
,
0
3
0

（
２

）
イ

3
,
0
8
0

ロ
1
7
4

ハ
5
6
8

3
,
8
2
2

1
1
,
4
8
1
,
8
5
2

２
（

１
）

1
,
1
3
4
,
6
2
6

（
２

）
6
5
,
3
1
5

△
 
1
,
7
0
0

6
3
,
6
1
5

（
３

）
1
1
,
1
3
5

（
４

）
5
,
7
2
0

1
,
2
1
5
,
0
9
6

1
2
,
6
9
6
,
9
4
8

流
動

資
産

合
計

資
産

合
計

現
金

預
金

未
収

金
貸

倒
引

当
金

貯
蔵

品
前

払
金

水
利

権
電

話
加

入
権

無
形

固
定

資
産

合
計

固
定

資
産

合
計

流
動

資
産

減
価

償
却

累
計

額
建

設
仮

勘
定

有
形

固
定

資
産

合
計

無
形

固
定

資
産

ダ
ム

利
用

権

機
械

及
び

装
置

減
価

償
却

累
計

額
車

両
運

搬
具

減
価

償
却

累
計

額
工

具
、

器
具

及
び

備
品

土
地

建
物

減
価

償
却

累
計

額
構

築
物

減
価

償
却

累
計

額

５
）

令
和

７
年

度
鴨

川
市

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照
表

（
令

和
８

年
３

月
３

１
日

）
資

　
　

　
　

産
　

　
　

　
の

　
　

　
　

部

固
定

資
産

有
形

固
定

資
産
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千
円

千
円

千
円

千
円

３

（
１

）

イ
2
,
1
3
0
,
8
3
7

（
２

）

イ
3
2
2
,
9
7
6

2
,
4
5
3
,
8
1
3

４

（
１

）

イ
2
0
5
,
3
2
3

（
２

）
2
0
2
,
7
7
2

（
３

）
1
0
,
1
5
9

（
４

）

イ
8
,
8
9
8

（
５

）
1
,
0
0
0

4
2
8
,
1
5
2

５

（
１

）
7
,
4
9
3
,
2
8
8

（
２

）
△
 
4
,
4
2
8
,
0
9
8

3
,
0
6
5
,
1
9
0

5
,
9
4
7
,
1
5
5

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

繰
延

収
益

合
計

負
債

合
計

賞
与

引
当

金

そ
の

他
流

動
負

債

流
動

負
債

合
計

繰
延

収
益

長
期

前
受

金

企
業

債

建
設

改
良

等
の

財
源

に
充

て
る

た
め

の
企

業
債

未
払

金

前
受

金

引
当

金

建
設

改
良

等
の

財
源

に
充

て
る

た
め

の
企

業
債

引
当

金

修
繕

引
当

金

固
定

負
債

合
計

流
動

負
債

負
　

　
　

　
債

　
　

　
　

の
　

　
　

　
部

固
定

負
債

企
業

債
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千
円

千
円

千
円

千
円

６

（
１

）
6
,
5
7
4
,
1
5
2

6
,
5
7
4
,
1
5
2

７

（
１

）

イ
0

ロ
0

ハ
9
6

9
6

（
２

）

イ
3
4
,
3
4
4

ロ
1
8
4

ハ
0

ニ
1
4
1
,
0
1
7

1
7
5
,
5
4
5

1
7
5
,
6
4
1

6
,
7
4
9
,
7
9
3

1
2
,
6
9
6
,
9
4
8

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

負
債

資
本

合
計

利
益

剰
余

金
合

計

利
益

剰
余

金

減
債

積
立

金

利
益

積
立

金

建
設

改
良

積
立

金

繰
越

利
益

剰
余

金

資
本

剰
余

金

再
評

価
積

立
金

負
担

金

受
贈

財
産

評
価

額

資
本

剰
余

金
合

計

自
己

資
本

金

資
本

金
合

計

剰
余

金

資
　

　
　

　
本

　
　

　
　

の
　

　
　

　
部

資
本

金
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令
和

７
年
度

鴨
川
市

水
道
事
業

会
計

予
算

の
財
務

諸
表
に
関

す
る

注
記

表
 

１
 

重
要
な

会
計
方

針
 

平
成

2
6
年
度

か
ら
、

改
定
後

の
地

方
公

営
企
業

会
計
基
準

を
適

用
し

て
、
財

務
諸
表
等

を
作

成
し

て
い
ま

す
。
 

【
改

定
内
容

】
 

 
 

 
・
「

借
入
資

本
金
」
(
＝

企
業

債
)
を

「
負

債
」
と
し

て
計

上
 

 
 

 
・
適

用
が
任

意
と
さ
れ

て
い

た
「

み
な
し

償
却
制
度

」
を

廃
止
 

 
 

 
・
計

上
が
任

意
と
さ
れ

て
い

た
引

当
金
の

計
上
を
義

務
化

（
要

件
に
該

当
し
た
場

合
）
 

  
（

１
）
借

入
資
本

金
の
表
示

区
分

の
変

更
 

 
 

 
 
借

入
資
本

金
（

企
業

債
）

は
、

民
間
の

企
業

会
計

に
お

い
て

は
、
社

債
又

は
借

入
金

と
し

て
負

債
に

整
理
さ

れ
て

い
る

も
の

で
す

が
、
地

方
公

営
企
業

会
計

に
お
い

て
は
、
昭

和
27

年
の

地
方

公
営
企

業
法
制
定

時
か

ら
、
自

己
資

本
金
と
並

ん
で

借
入

資
本
金

と
し
て
整

理
さ

れ
て

い
ま
す

。
こ
れ
ま

で
「

負

債
」
と

し
て
整

理
す

べ
き

と
の

考
え

も
あ

り
ま
し

た
が

、
表

示
区

分
の

変
更
は

見
送
ら
れ

て
き

た
経

緯
が
あ

り
ま
す
。
し

か
し

、
地

方
公

営
企
業
法

施
行

令
等

の
改
正

を
も
っ

て
、
地
方

公
営

企
業

会
計
の

「
借
入
資

本
金

」
を

「
負
債

」
に
表
示

区
分

の
変

更
を
す

る
こ
と
と

な
り

ま
し

た
。
 

 
（

２
）
補

助
金
等
に

よ
り
取

得
し

た
固

定
資
産

の
償
却
制

度
等

の
変

更
 

 
 

 
 
任

意
適
用

が
認

め
ら

れ
て

い
ま

し
た
、

「
み

な
し

償
却

制
度

」
は
廃

止
さ

れ
、

償
却

資
産

の
取

得
又

は
改
良

に
充

て
る

た
め

に
交

付
さ
れ

た
補

助
金
等

は
、
そ

の
交

付
相
当

額
を
長
期

前
受

金
と

し
て
負

債
の
部
の

繰
延

収
益

に
計
上

し
た
上
で

、
減

価
償

却
に
応

じ
て
順
次

収
益

化
す

る
こ
と

と
な
り
ま

し
た

。
 

 
 

 
 
「

み
な
し

償
却

制
度

」
と

は
、

地
方
公

営
企

業
の

固
定

資
産

で
、
資

本
的

支
出

に
充

て
る

た
め

に
交

付
さ
れ

た
補

助
金

等
を

も
っ

て
取
得

し
た

も
の
に

つ
い

て
は

、
当

該
固

定
資

産
の

取
得

に
要

し
た
価

額
か

ら
そ

の
取

得
の

た
め
に

充
て

た
補

助
金

等
の

金
額
に

相
当

す
る

金
額

を
控

除
し
た

金
額

を
帳

簿
原

価
等

と
み
な

し
て
、

各
年
度
の

減
価

償
却

額
を
算

出
す
る
こ

と
が

で
き

る
制
度

で
す
。
 

 
（

３
）
引

当
金
の

計
上
方
法
 

 
 

 
①
退

職
給
付

引
当
金
 

 
 

 
 
職

員
の
退

職
手

当
の

支
給

に
備

え
、
退

職
手

当
組

合
に

加
入

し
負
担

金
と

し
て

対
応

し
て

お
り

、
将

来
的
に

追
加

負
担

が
見

込
ま

れ
な
い

た
め

計
上
し

ま
せ

ん
。
た

だ
し
、

追
加
的
に

引
当

の
必

要
が
生

じ
る
と
見

込
ま

れ
る

場
合
に

つ
い
て
は

、
状

況
に

応
じ
て

積
み
立
て

る
こ

と
と

し
て
い

ま
す
。
 

 
 

 
②
賞

与
引
当

金
 

職
員

の
期

末
手

当
及

び
勤
勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め
、

当
年

度
末

に
お

け
る

支
給
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

年
度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上
し

て

い
ま

す
。
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③
貸

倒
引
当

金
 

 
 

 
 
債

権
の
不

納
欠
損
に

よ
る

損
失

に
備
え

る
た
め
、

貸
倒

実
績

率
に
よ

り
回
収
不

能
見

込
額

を
計
上

し
て
い
ま

す
。
 

 
（

４
）
固

定
資
産

の
減
価
償

却
の

方
法
 

 
 

 
①
有

形
固
定

資
産
 

 
 

 
 
・

減
価
償

却
の
方
法
 

 
定
額

法
 

 
 

 
 
・

主
な
耐

用
年
数
 

 
 

 
 
 
建

物
 

 
 
 
 

 
 
 
3
0～

5
0
年
 

 
 

 
 
 
構

築
物
 

 
 
 

 
 
 
1
0～

6
0
年
 

 
 

 
 
 
機

械
及

び
装
置
 

 
 
 
 
8～

2
0
年
 

 
 

 
 
 
車

両
運

搬
具
 
 
 
 
 
 
 
 
4～

 
6
年
 

 
 

 
 
 
工

具
、

器
具
及
び

備
品
 
4～

1
5
年
 

 
 
②

無
形

固
定
資

産
 

 
 

 
 
・

減
価
償

却
の
方
法
 

 
定
額

法
 

 
 

 
 
・

主
な
耐

用
年
数
 

 
 

 
 
 
ダ

ム
利

用
権
 
 

 
 
 
5
5
年
 

 
 

 
 
 
水

利
権
 

 
 
 

 
 
 
2
0
年
 

 
（

５
）
有

価
証
券

の
評
価
基

準
及

び
評

価
方
法
 

 
 

 
満
期

保
有
目

的
証
券
 
取

得
原
価

を
も
っ

て
貸
借
対

照
表

価
格

と
し
て

い
る
。
 

 ２
 

そ
の
他

の
注
記
 

 
（

１
）
修

繕
引
当

金
に
関
す

る
経

過
措

置
 

 
 

 
 
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

以
前
に

引
き
当

て
ら
れ

た
も

の
に

つ
い
て

は
、
引
き

続
き

従
前

の
例
に

よ
り
取
り

崩
す

こ
と

と
し
ま

す
。
 

（
２

）
み
な

し
償
却

制
度
の
廃

止
に

伴
う

経
過
措

置
 

平
成

26
年

3
月

3
1
日

に
お
け

る
償

却
資

産
の
取

得
又
は
改

良
に

充
て

る
た
め

の
補
助
金

等
で

現
に

資
本
剰

余
金
と
し

て
整

理
し

て
い
る

額
に
つ
い

て

は
、

平
成

2
6
年

3
月

31
日
以

前
に

取
得

又
は
改

良
し
た
資

産
で

、
取

得
又
は

改
良
し
た

資
産

と
補

助
金
等

と
の
対
応

関
係

を
個

別
的
に

把
握
で
き

る
資

産
を

除
い

た
す

べ
て

の
資
産
（

補
助

金
等

を
充

て
ず

に
取
得

又
は

改
良

し
た

こ
と

が
明
ら

か
な

資
産

は
除

く
。

）
を
対

象
と

し
た

按
分

等
の

方
法
を

用
い

て
合

理
的
に

整
理
し

て
い
ま
す

。
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千
円

千
円

千
円

１

（
１

）
1
,
1
1
0
,
5
3
4

（
２

）
7
,
7
9
8

（
３

）
5
,
3
3
6

1
,
1
2
3
,
6
6
8

２

（
１

）
1
5
,
9
9
6

（
２

）
4
7
2
,
5
9
3

（
３

）
1
1
6
,
7
5
1

（
４

）
7
,
5
7
0

（
５

）
1
2
4
,
7
9
3

（
６

）
5
3
6
,
2
7
7

（
７

）
3
,
4
1
6

（
８

）
2

1
,
2
7
7
,
3
9
8

1
5
3
,
7
3
0

３

（
１

）
3
,
0
2
8

（
２

）
9
2

（
３

）
1
3
1
,
4
0
8

（
４

）
1
,
0
2
9

（
５

）
5
0
,
0
0
0

（
６

）
4
2
,
3
1
0

2
2
7
,
8
6
7

４

（
１

）
2
4
,
3
6
1

（
２

）
1
4
6

2
4
,
5
0
7

2
0
3
,
3
6
0

4
9
,
6
3
0

雑
支

出

経
常

利
益

雑
収

益

他
会

計
補

助
金

県
補

助
金

営
業

外
費

用

支
払

利
息

営
業

損
失

営
業

外
収

益

給
水

申
込

負
担

金

受
取

利
息

及
び

配
当

金

長
期

前
受

金
戻

入

受
託

工
事

費

総
係

費

減
価

償
却

費

資
産

減
耗

費

そ
の

他
の

営
業

費
用

そ
の

他
の

営
業

収
益

営
業

費
用

原
水

費

浄
水

費

配
水

及
び

給
水

費

６
）

令
和

６
年

度
鴨

川
市

水
道

事
業

予
定

損
益

計
算

書

（
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
７

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

営
業

収
益

給
水

収
益

受
託

工
事

収
益
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５

（
１

）
0

0

６

（
１

）
0

0
0

4
9
,
6
3
0

8
9
,
2
1
1

9
2
,
5
7
9

2
3
1
,
4
2
0

過
年

度
損

益
修

正
損

当
年

度
純

利
益

前
年

度
繰

越
利

益
剰

余
金

そ
の

他
未

処
分

利
益

剰
余

金
変

動
額

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金

特
別

利
益

固
定

資
産

売
却

益

特
別

損
失
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千
円

千
円

千
円

１
（

１
）

イ
3
5
7
,
4
9
4

ロ
2
,
5
3
2
,
3
0
2

△
 
1
,
5
5
2
,
4
1
4

9
7
9
,
8
8
8

ハ
1
9
,
7
6
3
,
2
1
2

△
 
1
1
,
3
7
1
,
6
8
6

8
,
3
9
1
,
5
2
6

ニ
5
,
0
7
8
,
5
4
7

△
 
3
,
5
3
7
,
8
7
2

1
,
5
4
0
,
6
7
5

ホ
2
3
,
3
0
8

△
 
2
1
,
7
0
3

1
,
6
0
5

ヘ
1
5
2
,
2
2
0

△
 
3
1
,
4
5
5

1
2
0
,
7
6
5

ト
2
1
1
,
3
3
1

1
1
,
6
0
3
,
2
8
4

（
２

）
イ

3
,
2
4
7

ロ
1
9
7

ハ
5
6
8

4
,
0
1
2

1
1
,
6
0
7
,
2
9
6

２
（

１
）

1
,
4
1
1
,
8
9
3

（
２

）
6
1
,
6
8
2

△
 
1
,
7
0
0

5
9
,
9
8
2

（
３

）
1
1
,
9
4
8

（
４

）
5
,
7
2
0

1
,
4
8
9
,
5
4
3

1
3
,
0
9
6
,
8
3
9

流
動

資
産

合
計

資
産

合
計

現
金

預
金

未
収

金
貸

倒
引

当
金

貯
蔵

品
前

払
金

水
利

権
電

話
加

入
権

無
形

固
定

資
産

合
計

固
定

資
産

合
計

流
動

資
産

減
価

償
却

累
計

額
建

設
仮

勘
定

有
形

固
定

資
産

合
計

無
形

固
定

資
産

ダ
ム

利
用

権

機
械

及
び

装
置

減
価

償
却

累
計

額
車

両
運

搬
具

減
価

償
却

累
計

額
工

具
、

器
具

及
び

備
品

土
地

建
物

減
価

償
却

累
計

額
構

築
物

減
価

償
却

累
計

額

７
）

令
和

６
年

度
鴨

川
市

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照
表

（
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）
資

　
　

　
　

産
　

　
　

　
の

　
　

　
　

部

固
定

資
産

有
形

固
定

資
産
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千
円

千
円

千
円

千
円

３

（
１

）

イ
2
,
0
2
3
,
8
6
8

（
２

）

イ
3
2
2
,
9
7
6

2
,
3
4
6
,
8
4
4

４

（
１

）

イ
2
6
1
,
0
7
4

（
２

）
5
2
9
,
0
8
7

（
３

）
1
0
,
1
5
9

（
４

）

イ
8
,
0
9
4

（
５

）
1
,
0
0
0

8
0
9
,
4
1
4

５

（
１

）
7
,
4
9
3
,
2
8
8

（
２

）
△
 
4
,
3
0
0
,
5
5
3

3
,
1
9
2
,
7
3
5

6
,
3
4
8
,
9
9
3

長
期

前
受

金
収

益
化

累
計

額

繰
延

収
益

合
計

負
債

合
計

賞
与

引
当

金

そ
の

他
流

動
負

債

流
動

負
債

合
計

繰
延

収
益

長
期

前
受

金

企
業

債

建
設

改
良

等
の

財
源

に
充

て
る

た
め

の
企

業
債

未
払

金

前
受

金

引
当

金

建
設

改
良

等
の

財
源

に
充

て
る

た
め

の
企

業
債

引
当

金

修
繕

引
当

金

固
定

負
債

合
計

流
動

負
債

負
　

　
　

　
債

　
　

　
　

の
　

　
　

　
部

固
定

負
債

企
業

債
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千
円

千
円

千
円

千
円

６

（
１

）
6
,
4
8
1
,
5
7
4

6
,
4
8
1
,
5
7
4

７

（
１

）

イ
0

ロ
0

ハ
9
6

9
6

（
２

）

イ
7
6
,
8
0
3

ロ
1
8
4

ハ
0

ニ
1
8
9
,
1
8
9

2
6
6
,
1
7
6

2
6
6
,
2
7
2

6
,
7
4
7
,
8
4
6

1
3
,
0
9
6
,
8
3
9

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

負
債

資
本

合
計

利
益

剰
余

金
合

計

利
益

剰
余

金

減
債

積
立

金

利
益

積
立

金

建
設

改
良

積
立

金

繰
越

利
益

剰
余

金

資
本

剰
余

金

再
評

価
積

立
金

負
担

金

受
贈

財
産

評
価

額

資
本

剰
余

金
合

計

自
己

資
本

金

資
本

金
合

計

剰
余

金

資
　

　
　

　
本

　
　

　
　

の
　

　
　

　
部

資
本

金
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（
単
位
　
千
円
）

区
分

金
額

１
事
業
収
益

1
,
5
1
2
,
5
2
4

１
営
業
収
益

1
,
2
6
0
,
6
6
5

１
給
水
収
益

1
,
2
4
0
,
8
0
0
水
道
料
金

1
,
2
4
0
,
8
0
0

２
受
託
工
事
収
益

6
,
6
9
9
給
水
工
事
収
益

6
,
6
9
9

３
そ
の
他
の
営
業
収
益

1
3
,
1
6
6
材
料
売
却
収
益

1

手
数
料

7
,
4
8
5

雑
収
益

3
7
8

負
担
金

5
,
3
0
2

２
営
業
外
収
益

2
5
1
,
8
5
8

１
給
水
申
込
負
担
金

3
0
,
3
1
6
給
水
申
込
負
担
金

3
0
,
3
1
6

２
受
取
利
息
及
び
配
当
金

5
4
0
預
金
等
利
息

5
4
0

３
雑
収
益

7
1
3
不
用
品
売
却
収
益

1

そ
の
他
雑
収
益

7
1
2

４
他
会
計
補
助
金

5
0
,
0
0
0
一
般
会
計
補
助
金

5
0
,
0
0
0

５
県
補
助
金

4
2
,
7
4
5
県
補
助
金

4
2
,
7
4
5

６
長
期
前
受
金
戻
入

1
2
7
,
5
4
4
長
期
前
受
金
戻
入

1
2
7
,
5
4
4

３
特
別
利
益

1

１
固
定
資
産
売
却
益

1
有
形
固
定
資
産
売
却
益

1

款
項

目
予
定
額

説
明

高
料
金
対
策
補
助
金

千
葉
県
市
町
村
水
道
総
合
対
策
事
業
補
助
金

資
本
剰
余
金
の
収
益
計
上

令
和
７
年
度
鴨
川
市
水
道
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画
に
関
す
る
内
訳
書

収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入 節

水
道
料
金
収
益

給
水
取
出
工
事
収
益
等

開
栓
手
数
料
等

次
亜
塩
素
売
却
収
益
等

ダ
ム
管
理
負
担
金
、
補
償
工
事
事
務
費
等

加
入
者
負
担
金

電
柱
敷
地
料
等
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（
単
位
　
千
円
）

区
分

金
額

１
事
業
費

1
,
5
0
5
,
2
1
1

１
営
業
費
用

1
,
4
3
7
,
8
1
4

１
原
水
費

2
1
,
5
3
4
備
消
品
費

1
2
0

光
熱
水
費

2
5

通
信
運
搬
費

1
,
0
1
2

委
託
料

5
,
3
2
3

手
数
料

3
0

賃
借
料

5
,
8
8
0

修
繕
費

2
,
2
0
0

動
力
費

4
,
8
6
6

材
料
費

4
4
0

補
償
費

1
,
6
3
5

負
担
金

1

受
水
費

2

２
浄
水
費

5
6
0
,
2
5
4
給
料

1
7
,
7
2
2

手
当

1
0
,
5
3
5

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
,
8
3
9

報
酬

1
8
,
5
9
8

法
定
福
利
費

1
2
,
9
6
4

旅
費

1
8
4

被
服
費

4
3
7

備
消
品
費

1
,
4
0
0

燃
料
費

6
5

款
項

目
予
定
額

説
明

会
計
年
度
任
用
職
員
等
報
酬

職
員
共
済
組
合
負
担
金
等

会
計
年
度
任
用
職
員
通
勤
費

職
員
被
服
費

消
耗
器
材
等

発
電
機
等
燃
料
費

原
水
施
設
補
償
費

原
水
施
設
負
担
金

ダ
ム
等
用
水
費

職
員
給
料
（
４
人
分
）

扶
養
手
当
等

賞
与
の
た
め
の
引
当
（
４
月
相
当
分
）

法
定
検
査
手
数
料

原
水
施
設
等
用
地
賃
借
料

原
水
施
設
等
修
繕
費

原
水
施
設
等
電
気
料

原
水
施
設
材
料
費

消
耗
器
材
等

原
水
施
設
専
用
回
線
通
信
料
等

原
水
施
設
保
守
点
検
委
託
料
等

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出 節
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光
熱
水
費

9
3

通
信
運
搬
費

3
,
5
2
0

委
託
料

6
5
,
0
0
0

手
数
料

8
0

賃
借
料

3
,
3
6
6

修
繕
費

1
5
,
0
0
0

動
力
費

5
4
,
0
2
1

薬
品
費

6
9
,
8
1
1

材
料
費

1
6
5

受
水
費

2
8
2
,
0
3
4

工
事
請
負
費

2
,
4
2
0

３
配
水
及
び
給
水
費

1
5
3
,
0
6
9
給
料

7
,
8
5
2

手
当

6
,
2
2
4

賞
与
引
当
金
繰
入
額

1
,
2
4
8

報
酬

5
,
2
7
7

法
定
福
利
費

6
,
2
4
6

旅
費

1
0
9

被
服
費

2
3
9

備
消
品
費

1
8
1

燃
料
費

9
9
0

印
刷
製
本
費

8
8

委
託
料

2
8
,
7
1
9

手
数
料

4
8

賃
借
料

2
,
1
0
4

修
繕
費

7
3
,
8
7
5

動
力
費

1
5
,
5
0
0

材
料
費

2
,
7
4
1
配
水
施
設
材
料
費

量
水
器
交
換
業
務
委
託
料
等

車
検
手
数
料

配
水
施
設
等
用
地
賃
借
料

配
水
施
設
等
修
繕
費

配
水
施
設
等
電
気
料

賞
与
の
た
め
の
引
当
（
４
月
相
当
分
）

職
員
共
済
組
合
負
担
金
等

職
員
被
服
費

消
耗
器
材
等

公
用
車
燃
料
費

工
事
調
書
等

浄
水
場
施
設
材
料
費

南
房
総
広
域
水
道
企
業
団
か
ら
の
受
水
費

職
員
給
料
（
３
人
分
）

扶
養
手
当
等

水
質
検
査
委
託
料
等

法
定
検
査
手
数
料

浄
水
施
設
等
用
地
賃
借
料

浄
水
施
設
等
修
繕
費

浄
水
施
設
等
電
気
料

浄
水
場
用
薬
品
費

灯
油
代
等

浄
水
施
設
専
用
回
線
通
信
料
等
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負
担
金

1
,
6
2
8

４
受
託
工
事
費

6
,
5
0
4
路
面
復
旧
費

1

材
料
費

1

工
事
請
負
費

6
,
5
0
2

５
総
係
費

1
6
0
,
4
3
5
給
料

2
3
,
6
9
7

手
当

1
2
,
3
4
2

賞
与
引
当
金
繰
入
額

4
,
0
5
0

報
酬

1
4
0

法
定
福
利
費

2
0
,
1
8
7

旅
費

1
7
3

被
服
費

7
6

備
消
品
費

2
,
1
3
3

印
刷
製
本
費

2
6
9

通
信
運
搬
費

7
,
7
9
6

委
託
料

7
9
,
1
5
4

手
数
料

2
,
6
9
4

賃
借
料

4
,
6
2
6

修
繕
費

1
0
0

補
償
費

1

会
費
負
担
金

3
5
7

保
険
料

8
8
0

公
租
公
課

6
0

貸
倒
引
当
金
繰
入
額

1
,
7
0
0

６
減
価
償
却
費

5
3
5
,
5
1
6
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
費

5
3
5
,
3
2
5

無
形
固
定
資
産
減
価
償
却
費

1
9
1

７
資
産
減
耗
費

5
0
0
固
定
資
産
除
却
費

4
2
0

た
な
卸
資
産
減
耗
費

8
0

水
利
権
等

建
物
共
済
保
険
料
等

重
量
税
等

未
収
金
に
係
る
引
当

建
物
、
構
築
物
、
機
械
等
、
車
両
等
、
工
具
等

協
議
会
負
担
金
等

配
水
管
等
除
却
費

資
産
減
耗
費

消
耗
器
材
等

納
入
通
知
書
等

事
務
所
電
話
料
等

検
針
・
収
納
等
業
務
委
託
料
等

口
座
振
替
手
数
料
等

電
算
機
賃
借
料
等

配
線
等
修
繕
費

職
員
給
料
（
６
人
分
）

扶
養
手
当
等

賞
与
の
た
め
の
引
当
（
４
月
相
当
分
）

運
営
委
員
会
委
員
等
報
酬

職
員
共
済
組
合
負
担
金
等

普
通
旅
費
等

職
員
被
服
費

給
水
取
出
工
事
費
等

入
札
シ
ス
テ
ム
等
負
担
金
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８
そ
の
他
の
営
業
費
用

2
材
料
売
却
原
価

1

雑
支
出

1

２
営
業
外
費
用

5
4
,
7
9
6

１
1
9
,
4
4
5
企
業
債
利
息

1
9
,
4
4
4

一
時
借
入
金
利
息

1

２
雑
支
出

3
5
1
不
用
品
売
却
原
価

1

そ
の
他
雑
支
出

3
5
0

３
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

3
5
,
0
0
0
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

3
5
,
0
0
0

３
特
別
損
失

2
,
6
0
1

１
過
年
度
損
益
修
正
損

1
過
年
度
損
益
修
正
損

1

２
そ
の
他
特
別
損
失

2
,
6
0
0
そ
の
他
特
別
損
失

2
,
6
0
0

４
予
備
費

1
0
,
0
0
0

１
予
備
費

1
0
,
0
0
0
予
備
費

1
0
,
0
0
0

そ
の
他
雑
支
出

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

企
業
債
支
払
利
息

支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱

諸
費

Administrator
タイプライターテキスト
- 34 -



（
単
位
　
千
円
）

区
分

金
額

１
資
本
的
収
入

3
1
2
,
2
9
3

１
企
業
債

3
1
2
,
2
9
2

１
企
業
債

3
1
2
,
2
9
2
企
業
債

3
1
2
,
2
9
2

２
固
定
資
産
売
却
代
金

1

１
固
定
資
産
売
却
代
金

1
固
定
資
産
売
却
代
金

1

款
項

目
予
定
額

説
明

資
　
本
　
的
　
収
　
入
　
及
　
び
　
支
　
出

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入 節

建
設
改
良
費
に
係
る
企
業
債
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（
単
位
　
千
円
）

区
分

金
額

１
資
本
的
支
出

7
1
3
,
2
2
3

１
建
設
改
良
事
業
費

4
4
2
,
1
4
9

１
原
水
設
備
費

9
6
,
3
9
2
負
担
金

8
2
,
2
8
7

工
事
請
負
費

1
4
,
1
0
5

２
浄
水
設
備
費

9
1
,
0
5
3
工
事
請
負
費

9
1
,
0
5
3

３
配
水
設
備
費

2
4
9
,
2
4
5
給
料

4
,
6
9
0

手
当

2
,
5
0
6

賞
与
引
当
金
繰
入
額

7
6
1

法
定
福
利
費

3
,
3
0
0

委
託
料

7
3
,
9
2
0

工
事
請
負
費

1
6
4
,
0
6
6

土
地
購
入
費

1

そ
の
他
費
用

1

４
営
業
設
備
費

5
,
4
5
9
量
水
器
費

4
0
8

工
具
器
具
及
び
備
品
購
入
費

5
,
0
5
1

２
企
業
債
償
還
金

2
6
1
,
0
7
4

１
企
業
債
償
還
金

2
6
1
,
0
7
4
企
業
債
償
還
金

2
6
1
,
0
7
4

３
予
備
費

1
0
,
0
0
0

１
予
備
費

1
0
,
0
0
0
予
備
費

1
0
,
0
0
0

款
項

目
予
定
額

説
明

量
水
器
購
入

企
業
債
元
金
償
還

設
計
等
業
務
委
託
料

配
水
管
、
配
水
施
設
設
備
等
更
新
工
事
等

職
員
給
料
（
１
人
分
）

扶
養
手
当
等

賞
与
の
た
め
の
引
当
（
４
月
相
当
分
）

職
員
共
済
組
合
負
担
金
等

浄
水
設
備
更
新
工
事
等

保
台
ダ
ム
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
負
担
金

原
水
ポ
ン
プ
更
新
工
事
等

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出 節
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－
1
－
 

議
案

第
 
号
 

 
 

 
令
和
７

年
度
鴨

川
市
水

道
事

業
会

計
予
算
 

 １
 

提
案
理

由
 

 
 
令

和
７

年
度
鴨

川
市
水
道

事
業

会
計

予
算
を

調
製
し
た

の
で

、
地

方
公
営

企
業
法
（

昭
和

2
7
年

法
律
第

2
9
2
号

）
第

2
4
条

第
２
項

の
規
定

に
よ

り
議

決
を
求

め
る
。
 

 ２
 

業
務
の

予
定
量
 

業
務

名
 

本
年

度
予
定

量
(
A
) 

前
年

度
予
定

量
(
B
) 

比
較
(
A
)
-
(B
) 

増
減

率
(
%
) 

給
水

戸
数
 

1
8
,
7
0
0
戸
 

1
8
,
7
0
0
戸
 

0
戸
 

－
 

年
間

総
給
水

量
 

5
,
3
4
5
,
0
00

㎥
 

5
,
3
4
5
,
0
00

㎥
 

0
㎥
 

－
 

１
日

平
均
給

水
量
 

1
4
,
6
4
4
㎥
 

1
4
,
6
4
4
㎥
 

0
㎥
 

－
 

主
要

な
建
設

改
良
事

業
 

 
建

設
改
良

事
業
費
 

4
2
2
,
1
4
9
千

円
 

5
4
1
,
9
8
4
千

円
 

△
1
1
9
,
8
35

千
円
 

△
2
2
.
1
1 

 ３
 

収
益
的

収
入
及

び
支
出
 

 
(
１

)
 
収

入
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

単
位
 
千
円

）
 

科
目
 

本
年

度
予
定

額
(
A
) 

前
年

度
予
定

額
(
B
) 

増
減

額
(
A
)-
(
B
) 

増
減

率
(
%
) 

第
１

款
 
事

業
収
益
 

1
,
5
1
2
,
5
2
4 

1
,
5
1
3
,
3
4
5 

△
8
2
1 

△
0
.
0
5 

 
第

１
項
 

営
業
収

益
 

1
,
2
6
0
,
6
6
5 

1
,
2
5
7
,
7
7
9 

2
,
8
8
6 

0
.
2
3 

 
 

第
１
目
 
給
水

収
益
 

1
,
2
4
0
,
8
0
0 

1
,
2
4
0
,
8
0
0 

0
 

－
 

 
 
第

２
目
 
受
託

工
事
収
益
 

6
,
6
9
9 

8
,
5
8
0 

△
1
,
8
8
1 

△
2
1
.
9
2 

 
 
第

３
目
 
そ
の

他
の
営
業

収
益
 

1
3
,
1
6
6 

8
,
3
9
9 

4
,
7
4
6 

5
6
.
7
6 

 
第

２
項
 

営
業
外

収
益
 

2
5
1
,
8
5
8 

2
5
5
,
5
6
5 

△
3
,
7
0
7 

△
1
.
4
5 

 
 
第

１
目
 
給
水

申
込
負
担

金
 

3
0
,
3
1
6 

3
0
,
3
1
6 

0
 

－
 

Administrator
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－
2
－
 

 
 
第

２
目
 
受
取

利
息
及
び

配
当

金
 

5
4
0
 

1
8
0
 

3
6
0
 

2
0
0
 

 
 
第

３
目
 
雑
収

益
 

7
1
3
 

7
0
1
 

1
2
 

1
.
7
1 

 
 
第

４
目
 
他
会

計
補
助
金
 

5
0
,
0
0
0 

5
0
,
0
0
0 

0
 

－
 

 
 
第

５
目
 
県
補

助
金
 

4
2
,
7
4
5 

4
2
,
9
6
0 

△
2
1
5 

△
0
.
5
0 

 
 
第

６
目
 
長
期

前
受
金
戻

入
 

1
2
7
,
5
4
4 

1
3
1
,
4
0
8 

△
3
,
8
6
4 

△
2
.
9
4 

 
第

３
項
 

特
別
利

益
 

1
 

1
 

0
 

－
 

 
 
第

１
目
 
固
定

資
産
売
却

益
 

1
 

1
 

0
 

－
 

 
(
２

)
 
支

出
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

単
位
 
千
円

）
 

科
目
 

本
年

度
予
定

額
(
A
) 

前
年

度
予
定

額
(
B
) 

増
減

額
(
A
)-
(
B
) 

増
減

率
(
%
) 

第
１

款
 
事

業
費
 

1
,
5
0
5
,
2
1
1 

1
,
5
0
1
,
9
9
3 

3
,
2
1
8 

0
.
2
1 

 
第

１
項
 

営
業
費

用
 

1
,
4
3
7
,
8
1
4 

1
,
4
3
4
,
7
1
1 

3
,
1
0
3 

0
.
2
2 

 
 
第

１
目
 
原
水

費
 

2
1
,
5
3
4 

2
1
,
6
0
6 

△
7
2 

△
0
.
3
3 

 
 
第

２
目
 
浄
水

費
 

5
6
0
,
2
5
4 

5
6
3
,
1
3
9 

△
2
,
8
8
5 

△
0
.
5
1 

 
 
第

３
目
 
配
水

及
び
給
水

費
 

1
5
3
,
0
6
9 

1
5
3
,
4
3
6 

△
3
6
7 

△
0
.
2
4 

 
 
第

４
目
 
受
託

工
事
費
 

6
,
5
0
4 

8
,
3
3
0 

△
1
,
8
2
6 

△
2
1
.
9
2 

 
 
第

５
目
 
総
係

費
 

1
6
0
,
4
3
5 

1
5
1
,
0
5
9 

9
,
3
7
6 

6
.
2
1 

 
 
第

６
目
 
減
価

償
却
費
 

5
3
5
,
5
1
6 

5
3
6
,
6
3
9 

△
1
,
1
2
3 

△
0
.
2
1 

 
 
第

７
目
 
資
産

減
耗
費
 

5
0
0
 

5
0
0
 

0
 

－
 

 
 
第

８
目
 
そ
の

他
の
営
業

費
用
 

2
 

2
 

0
 

－
 

 
第

２
項
 

営
業
外

費
用
 

5
4
,
7
9
6 

5
7
,
2
8
1 

△
2
,
4
8
5 

△
4
.
3
4 

 
 
第

１
目
 
支
払

利
息
及
び

企
業

債
取

扱
諸
費
 

1
9
,
4
4
5 

2
1
,
9
3
0 

△
2
,
4
8
5 

△
1
1
.
3
3 

 
 
第

２
目
 
雑
支

出
 

3
5
1
 

3
5
1
 

0
 

－
 

 
 
第

３
目
 
消
費

税
及
び
地

方
消

費
税
 

3
5
,
0
0
0 

3
5
,
0
0
0 

0
 

－
 



－
3
－
 

 
第

３
項
 

特
別
損

失
 

2
,
6
0
1 

1
 

2
,
6
0
0 

2
6
0
,
0
0
0 

 
 
第

１
目
 
過
年

度
損
益
修

正
損
 

1
 

1
 

0
 

－
 

 
 
第

２
目
 
そ
の

他
特
別
損

失
 

2
,
6
0
0 

0
 

2
,
6
0
0 

2
6
0
,
0
0
0 

 
第

４
項
 

予
備
費
 

1
0
,
0
0
0 

1
0
,
0
0
0 

0
 

－
 

 
 
第

１
目
 
予
備

費
 

1
0
,
0
0
0 

1
0
,
0
0
0 

0
 

－
 

 ４
 

資
本
的

収
入
及

び
支
出
 

 
(
１

)
 
収

入
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

単
位
 
千
円

）
 

科
目
 

本
年

度
予
定

額
(
A
) 

前
年

度
予
定

額
(
B
) 

増
減

額
(
A
)-
(
B
) 

増
減

率
(
%
) 

第
１

款
 
資

本
的
収

入
 

3
1
2
,
2
9
3 

4
8
2
,
1
2
9 

△
1
6
9
,
8
3
6 

△
3
5
.
2
3 

 
第

１
項
 

企
業
債
 

3
1
2
,
2
9
2 

4
8
2
,
1
2
8 

△
1
6
9
,
8
3
6 

△
3
5
.
2
3 

 
 
第

１
目
 
企
業

債
 

3
1
2
,
2
9
2 

4
8
2
,
1
2
8 

△
1
6
9
,
8
3
6 

△
3
5
.
2
3 

 
第

２
項
 

固
定
資

産
売
却
代

金
 

1
 

1
 

0
 

－
 

 
 
第

１
目
 
固
定

資
産
売
却

代
金
 

1
 

1
 

0
 

－
 

 
(
２

)
 
支

出
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

単
位
 
千
円

）
 

科
目
 

本
年

度
予
定

額
(
A
) 

前
年

度
予
定

額
(
B
) 

増
減

額
(
A
)-
(
B
) 

増
減

率
(
%
) 

第
１

款
 
資

本
的
支

出
 

7
1
3
,
2
2
3 

8
8
4
,
2
0
8 

△
1
7
0
,
9
8
5 

△
1
9
.
3
4 

 
第

１
項
 

建
設
改

良
事
業
費
 

4
4
2
,
1
4
9 

5
4
1
,
9
8
4 

△
9
9
,
8
3
5 

△
1
8
.
4
2 

 
 
第

１
目
 
原
水

設
備
費
 

9
6
,
3
9
2 

1
2
5
,
3
6
0 

△
2
8
,
9
6
8 

△
2
3
.
1
1 

 
 
第

２
目
 
浄
水

設
備
費
 

9
1
,
0
5
3 

7
5
,
9
7
8 

1
5
,
0
7
5 

1
9
.
8
4 

 
 
第

３
目
 
配
水

設
備
費
 

2
4
9
,
2
4
5 

3
3
9
,
7
3
3 

△
9
0
,
4
8
8 

△
2
6
.
6
4 

 
 
第

４
目
 
営
業

設
備
費
 

5
,
4
5
9 

9
1
3
 

4
,
5
4
6 

4
9
7
.
9
2 

 
第

２
項
 

企
業
債

償
還
金
 

2
6
1
,
0
7
4 

3
3
2
,
2
2
4 

△
7
1
,
1
5
0 

△
2
1
.
4
2 



－
4
－
 

 
 
第

１
目
 
企
業

債
償
還
金
 

2
6
1
,
0
7
4 

3
3
2
,
2
2
4 

△
7
1
,
1
5
0 

△
2
1
.
4
2 

 
第

３
項
 

予
備
費
 

1
0
,
0
0
0 

1
0
,
0
0
0 

0
 

－
 

 
 
第

１
目
 
予
備

費
 

1
0
,
0
0
0 

1
0
,
0
0
0 

0
 

－
 

       

 



0
７

当
初

（
補

助
金

5
千

万
円

）

(
令

和
７

年
度

)
収

　
　

入
　

　
支

　
　

出
　

　
予

　
　

算
　

　
書

（
案

）
  
  
鴨

川
市

水
道

事
業

会
計

予
算

  
　

  
  
  
  
  

（
３

条
予

算
）

本
年

度
前

年
度

対
前

年
度

備
考

（
４

条
予

算
）

本
年
度

前
年
度

対
前

年
度

備
考

収
益

的
収

支
予

算
額

予
算

額
増

減
率

資
本
的
収
支

予
算
額

予
算
額

増
減

率

千
円

千
円

％
千

円
千

円
％

 事
業

収
益

1
,5
1
2
,5
2
4

1
,5
1
3
,3
4
5

△
 
0
.
0

 資
本

的
収

入
3
1
2
,2
9
3

4
8
2
,1
2
9

△
 
3
5
.
2

　
営
業
収
益

1
,2
6
0
,6
6
5

1
,2
5
7
,7
7
9

0
.
2

　
国
県
補
助
金

0
0

0
.
0

　
・
　
給
水
収
益

1
,2
4
0
,8
0
0

1
,2
4
0
,8
0
0

0
.
0

　
企
業
債

3
1
2
,2
9
2

4
8
2
,1
2
8

△
 
3
5
.
2

　
・
　
受
託
工
事
収
益

6
,6
9
9

8
,5
8
0

△
 
2
1
.
9

受
託
工
事
費

　
負
担
金

0
0

0
.
0

　
・
　
そ
の
他
の
収
益

1
3
,1
6
6

8
,3
9
9

5
6
.
8

　
・
　
負
担
金

0
0

0
.
0

　
営
業
外
収
益

2
5
1
,8
5
8

2
5
5
,5
6
5

△
 
1
.
5

　
出
資
金

0
0

0
.
0

（
う
ち
長
期
前
受
金
戻
入
）

1
2
7
,5
4
4

1
3
1
,4
0
8

△
 
2
.
9

　
固
定
資
産
売
却

1
1

0
.
0

　
特
別
収
益

1
1

0
.
0

 資
本

的
支

出
7
1
3
,2
2
3

8
8
4
,2
0
8

△
 
1
9
.
3

 事
業

費
1
,5
0
5
,2
1
1

1
,5
0
1
,9
9
3

0
.
2

　
建
設
改
良
事
業
費

4
4
2
,1
4
9

5
4
1
,9
8
4

△
 
1
8
.
4

　
営
業
費
用

1
,4
3
7
,8
1
4

1
,4
3
4
,7
1
1

0
.
2

　
・
　
原
水
設
備
費

9
6
,3
9
2

1
2
5
,3
6
0

△
 
2
3
.
1

　
・
　
原
水
費

2
1
,5
3
4

2
1
,6
0
6

△
 
0
.
3

（
う
ち
工
事
請
負
費
）

8
,6
0
5

1
8
,2
6
0

△
 
5
2
.
9

　
・
　
浄
水
費

5
6
0
,2
5
4

5
6
3
,1
3
9

△
 
0
.
5

　
・
　
浄
水
設
備
費

9
1
,0
5
3

7
5
,9
7
8

1
9
.
8

　
・
　
配
給
水
費

1
5
3
,0
6
9

1
5
3
,4
3
6

△
 
0
.
2

（
う
ち
工
事
請
負
費
）

9
1
,0
5
3

7
5
,9
7
8

1
9
.
8

　
・
　
受
託
工
事
費

6
,5
0
4

8
,3
3
0

△
 
2
1
.
9

受
託
工
事
収
益

　
・
　
配
水
設
備
費

2
4
9
,2
4
5

3
3
9
,7
3
3

△
 
2
6
.
6

　
・
　
総
係
費

1
6
0
,4
3
5

1
5
1
,0
5
9

6
.
2

（
う
ち
工
事
請
負
費
）

1
6
4
,0
6
6

3
1
8
,2
9
7

△
 
4
8
.
5

　
・
　
減
価
償
却
費

5
3
5
,5
1
6

5
3
6
,6
3
9

△
 
0
.
2

　
・
　
営
業
設
備
費

5
,4
5
9

9
1
3

4
9
7
.
9

　
・
　
資
産
減
耗
費

5
0
0

5
0
0

0
.
0

　
企
業
債
償
還
金

2
6
1
,0
7
4

3
3
2
,2
2
4

△
 
2
1
.
4

　
・
　
そ
の
他
の
費
用

2
2

0
.
0

　
投
資

0
0

0
.
0

有
価

証
券

　
営
業
外
費
用

5
4
,7
9
6

5
7
,2
8
1

△
 
4
.
3

　
予
備
費

1
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0

0
.
0

　
・
　
支
払
利
息

1
9
,4
4
5

2
1
,9
3
0

△
 
1
1
.
3

・
業
務
予
定
量

％

　
・
　
雑
支
出

3
5
1

3
5
1

0
.
0

（
１
）
給
水
戸
数

1
8
,
7
0
0

1
8
,7
0
0

0
.
0

（
戸

）

　
・
　
消
費
税
等

3
5
,0
0
0

3
5
,0
0
0

0
.
0

（
２
）
年
間
総
給
水
量

5
,
3
4
5
,
0
0
0

5
,3
4
5
,0
0
0

0
.
0

（
㎥

）

　
特
別
損
失

2
,6
0
1

1
2
6
0
,
0
0
0
.
0

（
３
）
１
日
平
均
給
水
量

1
4
,
6
4
4

1
4
,6
4
4

0
.
0

（
㎥

）

　
予
備
費

1
0
,0
0
0

1
0
,0
0
0

0
.
0

　
②
　
適
用
が
任
意
と
さ
れ
て
い
た
「
み
な
し
償
却
制
度

」
は
廃
止

※
平
成
２
６
年
度
予
算
よ
り
、
新
た
な
地
方
公
営
企
業
会

計
基
準
を
適
用
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
お
り
ま
す
。
主
な
改
定
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
①
　
借
入
資
本
金
を
負
債
と
し
て
計
上

　
③
　
計
上
が
任
意
と
さ
れ
た
引
当
金
の
計
上
を
義
務
化

Administrator
タイプライターテキスト
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（
単

位
　

千
円

）

区
分

金
額

1

1
建

設
改

良
事

業
費

1
原

水
設

備
費

負
担
金

8
2
,2
8
7

①
保

台
ダ

ム
基

幹
水

利
施

設
ス

ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
事

業
負

担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜

老
朽

化
施

設
更

新
工

事
＞

8
2
,
2
8
7

工
事
請
負
費

8
,6
0
5

①
保

台
ダ

ム
間

欠
式

揚
水

筒
部

品
更

新
工

事
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
＜

老
朽

化
施

設
更

新
工

事
＞

4
,
9
7
5

②
清

澄
大

下
り

原
水

ポ
ン

プ
更

新
工

事
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

工
事

＞
3
,
6
3
0

2
浄

水
設

備
費

工
事
請
負
費

9
1
,0
5
3

①
横

渚
浄

水
場

監
視

制
御

設
備

点
検

整
備

工
事

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜

老
朽

化
施

設
更

新
事

業
＞

4
,
8
4
0

②
横

渚
浄

水
場

逆
洗

ポ
ン

プ
更

新
工

事
　

　
　

　
　

　
 
　

 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
2
9
,
7
0
0

③
横

渚
浄

水
場

№
４

送
水

ポ
ン

プ
電

動
機

更
新

工
事

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
2
3
,
5
4
0

④
東

町
浄

水
場

１
系

ろ
過

池
更

生
工

事
　

 
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
5
,
5
0
8

⑤
保

台
浄

水
場

水
位

計
交

換
修

繕
工

事
 
　

 
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
1
,
7
2
8

⑥
保

台
浄

水
場

排
水

地
排

泥
移

送
ポ

ン
プ

修
繕

工
事

　
　

 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

 
 
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
4
6
7

⑦
保

台
浄

水
場

上
澄

返
送

ポ
ン

プ
修

繕
工

事
 
　

　
　

　
 
 
 
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜

老
朽

化
施

設
更

新
事

業
＞

1
,
6
2
0

⑧
保

台
浄

水
場

Ｐ
Ａ

Ｃ
配

管
更

新
工

事
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜

老
朽

化
施

設
更

新
事

業
＞

1
,
9
4
4

⑨
江

見
浄

水
場

残
塩

計
更

新
工

事
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
3
,
7
4
0

⑩
江

見
浄

水
場

残
塩

計
修

繕
工

事
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
3
,
9
9
6

⑪
薬

品
注

入
設

備
整

備
工

事
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

＜
老

朽
化

施
設

更
新

事
業

＞
1
3
,
9
7
0

3
配

水
設

備
費

委
託

料
7
3
,9
2
0

設
計

(
測

量
)
等

業
務

委
託

料

①
鴨

川
市

水
道

施
設

簡
易

耐
震

診
断

業
務

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
＜

設
計

（
測

量
）

業
務

＞
6
,
8
2
0

②
(
新

)
大

山
配

水
池

測
量

・
地

質
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議案第３号 令和７年度鴨川市水道事業会計予算

令和７年度当初予算（案）について

鴨川市水道課

１ 水道事業の経営方針

本市水道事業の財政状況は、人口減少や節水機器の普及により水道料金収入が減少傾向に

あります。事業収入の柱である水道料金の伸びを見込むことが困難な状況の中、千葉県市町

村水道総合対策事業補助金や一般会計からの繰入れなどの財源を有効に活用し、施設の維持

管理や修繕・優先度を考慮した改良費用に対応しながら、経営基盤の安定に努力してきたと

ころです。

令和６年度の市長施政方針では、「活力ある産業のまちづくり」として、南房総地域広域化

基本構想に基づき、安房地域の水道事業の統合・広域化に係る協議会を設置し、令和８年度

の統合に向け、安房郡市広域市町村圏事務組合における共同処理事務として、広域化基本計

画や施設整備計画の策定などを推進しています。また、統合までの間の健全経営と財務基盤

強化に向けた取組を進めるとともに、老朽化した水道施設の更新については、有利な財源を

活用しながら、着実な整備に努めていきます。

このような状況の中、予算編成にあたっては、変化する水需要に柔軟に対応できる持続可

能なライフラインの整備を念頭に、安全・良質な水の安定供給のための投資の最適化やサー

ビスの向上を目指しながら、併せて財政基盤の強化に努めるなど、効率的な推進を図るため

の編成に取り組んでいます。

２ 予算編成にあたっての基本的な考え方

水道事業の役割は、市民生活や健康を支える重要な社会基盤でありますので、常に安心・

安全な水を安定的に供給することが求められています。

一方、今後も老朽化した施設の積み残された更新需要を減らす努力をしていかなければな

りません。

また、過去に借入を行った企業債の償還においては令和４年度がピークであったことから、

今後の事業の増減にもよりますが、統合事業が開始されるまでは、減少する見込みです。

このような状況ではありますが、「鴨川市水道ビジョン・経営戦略（2018 年度～2027 年度）」、

また、一般会計の「令和７年度（2025 年度）当初予算編成方針」による中期的な展望に基づ

いて、緊急性や優先度に配慮しながら、計画的な維持管理等の実施を目指すとともに、施設

の耐震化や有収率の向上を目的とした配水管の更新等、優先すべき事業について長期的な視

点で補助対象事業の活用など、施設更新財源の確保と併せて、更新事業実施に伴う減価償却

費用の増大に見合う収益の確保に努めながら整備を進めていく必要があります。

また、令和４年度に設置されました、安房地域末端給水事業統合協議会において、統合に

向けた協議を重ね、令和８年度の統合に向け協議が進んでおります。その協議の動向により、

鴨川市域において必要となる整備や業務の見直しも必要となります。この様に、鴨川市が抱

える様々な課題に適切に対応していくための事業予算を編成していく必要が生じているとこ

ろですが、損益勘定では料金収入が年々減少していく中、物価の上昇等による費用の増加に

－１－



加え、鴨川市の財政は非常に厳しい状況であることから、今後、高料金対策事業補助金に頼

る事業運営は難しくなってくるものと考えており、最適な水運用による支出の削減等を模索

するとともに、料金体系の見直しが必要な時期と思慮するところです。

令和７年度の主な取組

(１) 経営基盤の強化や人材育成（近隣事業体連携交流）

(２) 水道施設の計画的な更新（水道ビジョン・経営戦略など中期的な展望の見直し）

(３) 安房地域末端水道事業体の統合・広域化の推進（統合・広域化の推進）

(４) 危機管理体制の充実（緊急資材類の備蓄、他事業体との連携強化）

(５) 料金体系の見直し（条例変更）

(６) 適切な施設の維持管理体制の構築（持続的なサービスの提供）

(７) 新たに構築したマッピングシステムと、既設料金システム等の連動による、配水分析

や漏水分析の実施（有収率の向上）

(８) 施設台帳整備による、資産管理台帳整理及びバランスシートの内容精査（有形固定資

産の整理及び資本金の見直し）

(９) 各係が実施している業務内容の見直し及びマニュアル化

－２－



令和７年度当初予算（案）説明資料（概要）

１.給水量及び給水収益 （単位：㎥、千円、税抜き）

※令和６年度見込：令和５年４月からの隔月化に伴って減収した４月分給水収益が回復している。

令和７年度予算：漏水修繕等により有収水量が回復傾向にあるため、給水収益が増加すると予測

２.組織体制

令和５年度 水道課職員 15 人

令和６年度 水道課職員 13 人

令和７年度 水道課職員 15 人予定

※人員適正化計画での水道課職員数 16 人

３.予算規模

収益的収入及び支出 （単位：千円、税込み）

資本的収入及び支出 （単位：千円、税込み）

４.借入金等の状況

企業債残高の状況 （単位：千円）

令和７年度 令和６年度
対前年度

増減額 比率

収入 1,512,524 1,513,345 △821 △0.05％

支出 1,505,211 1,501,993 3,218 0.21％

令和７年度 令和６年度
対前年度

増減額 比率

収入 312,293 482,129 △169,836 △35.23％

支出 713,223 884,208 △170,985 △19.34

６年度末残高見込
①

７年度当初予算 ７年度末残高見込

①＋②－③－④
借入額
②

繰上償還額
③

償還額
④

2,284,942 312,292 0 261,074 2,336,160

年度 年間有収水量 給水収益
給水収益
対前年比

備考

令和３年度（決算） 4,086,113 1,102,319 102.3％

令和４年度（決算） 4,105,088 1,108,642 100.6％

令和５年度（決算） 4,079,655 1,067,378 96.3％

令和６年度（見込） 4,081,472 1,115,034 104.5％ 推計値

令和７年度（予算） 4,082,000 1,128,000 101.2％ 当初予算
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令和７年度鴨川市水道事業予算（案）の状況

○収益的収支 （単位：千円、税抜き）

※ 上記は、収益的収支に係る当初予算案に基づき税抜きの額及び損益計算をしたものである。

○資本的収支 （単位：千円、税込み）

給水収益 水道料金収入

他会計補助金
千葉県市町村水道総合対

策事業一般会計補助金等

県補助金
千葉県市町村水道総合対

策補助金

長期前受金戻入

みなし償却※廃止により

減価償却される額を収益

化するもの

その他
受託工事収益、受取利息、

雑収益等

職員給与費
給料、手当等、法定福利

費、報酬

経費
修繕費、動力費、薬品費等

の経費

受水費 用水供給事業からの受水

減価償却費 減価償却費、資産減耗費

支払利息 企業債利息

純損失 （収入－支出）

企業債
更新工事等、建設改良事

業の財源となる借入金

出資金

水源開発事業の償還金に

係る繰出金、合併特例債

に係る一般会計出資金

負担金
水道管移設工事に係る負

担金等

建設改良事業費
施設の建設改良に要する

経費

企業債償還金 企業債の支払元金

予備費 予備費

資本的収支不足額

（収入－支出）

不足額は減価償却費等の

内部留保資金で補てんす

る

・純損失は 5,699 千円となる見込みである。
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建設改良事業

（単位：円）

建設改良事業費 442,149,000

原水設備費 96,392,000
負担金 82,287,000
基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 82,287,000

工事請負費 14,105,000
保台ダム間欠式揚水筒部品更新工事 4,975,000
清澄大下り原水ポンプ更新工事 3,630,000
原水設備更新工事（全体） 5,500,000

浄水設備費 91,053,000
工事請負費 91,053,000
横渚浄水場監視制御設備点検整備工事 4,840,000
横渚浄水場逆洗ポンプ更新工事 29,700,000
横渚浄水場№４送水ポンプ電動機更新工事 23,540,000
東町浄水場１系ろ過池更生工事 5,508,000
保台浄水場水位計交換修繕工事 1,728,000
保台浄水場配水池排泥移送ポンプ修繕工事 467,000
保台浄水場上澄返送ポンプ修繕工事 1,620,000
保台浄水場ＰＡＣ配管更新工事 1,944,000
江見浄水場残塩計更新工事 3,740,000
江見浄水場残塩計修繕工事 3,996,000
薬品注入設備整備工事 13,970,000

配水設備費 249,245,000
委託料 73,920,000
鴨川市水道施設簡易耐震診断業務 6,820,000
（新）大山配水池測量・地質調査・基本計画・実施設計業務 48,840,000
石上、奥谷系施設再構築基本計画調査・検討業務 7,260,000
配水管布設替工事実施設計業務 5,000,000
水管橋点検業務 6,000,000

工事請負費 164,066,000
道路改良等に伴う配水管布設替工事 16,500,000
平塚地区舗装本復旧工事 5,000,000
広場地区舗装本復旧工事 16,500,000
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その他舗装本復旧工事 20,000,000
御園増圧ポンプ所電動弁更新工事 12,100,000
御園増圧ポンプ所盤内制御機器整備工事 2,046,000
高鶴配水場水中ポンプ更新工事 4,290,000
高鶴配水場№１配水池水位計更新工事 1,880,000
高鶴配水場配管防食工事 3,640,000
西・坂本加圧ポンプ所更新工事 79,910,000
二子第二加圧ポンプ所追塩装置設置工事 2,200,000

その他職員給与費等 11,259,000
その他職員給与費等 11,259,000

その他営業設備費等計上額 5,459,000
量水器費 408,000
水道料金調停システムサーバー及びハンディーターミナル更新 5,051,000

－６－



令和 6年度 12 月 統合基本計画策定 1月 統合基本協定の締結

令和 7年度 6月 企業団の解散・財産処分(６月市町村議会) 9 月 水道用水供給事業の新設(９月県議会)

令和 8年度 4月 県企業局 水道用水供給事業開始

◎給水人口の減少等に伴う有収水量の減少
◆有収水量の見通し （単位：㎥/日）

◎老朽化が進む施設設備と耐震性を欠く施設

⇒統合後 20年後には、全体の有収水量は約 15％減少の見通し。施設の有

効活用策やダウンサイジングの検討が必要。

⇒南房総(企)の電気・機械等設備は、法定耐用年数を超過しているものが

半数を超え、老朽化が進み、故障による断水リスクが高まっている。

⇒多額の対策費用を要するため、国交付金を活用するとともに、計画的

対応が必要

⇒送水量が減少する中で、施設の老朽化・耐震化対策を進めつつ、健全経

営を維持するには適切な料金改定が必要

初年度（Ｒ８） 統合後 10 年目 統合後 20 年目

九十九里(企） 99,118 89,970 79,292

南房総(企） 31,565 32,245 31,063

計 130,683 122,215 110,355

九十九里(企） 南房総(企）

法定耐用年数超過設備率 55.9％ 65.8％

管路の耐震適合率 78.3％ 95.0％

浄水施設の耐震化率 55.4％ 100.0％

◎施設・設備の更新を担う技術職員の不足
◆技術職員の年齢構成

⇒50 歳以上の職員が約３５％と、技術継承が不可欠

⇒職員募集に対する応募者が少なく、採用が困難

⇒将来の大規模更新を見据え、技術職員の確保・育成が不可欠

30 歳未満 30 歳～39 歳 40 歳～49 歳 50 歳～59 歳 60 歳以上 計

九十九里(企） 18 人 16 人 8 人 12 人 6 人 60 人

南房総(企） 1 人 3 人 6 人 9 人 0 人 19 人

計 19 人 19 人 14 人 21 人 6 人 79 人

九十九里地域水道企業団・南房総広域水道企業団と県営水道との統合について

② これからの用水供給事業を担う人材を確保し、育成する。

１．両企業団の現状と課題 ２．統合基本計画（案）における取組・措置

① 地震などの災害に強い水道の構築

・老朽化対策事業 電気・機械設備の更新を進めることで、故障による断水等のリスクが低減される。

・耐震化事業 基幹管路（4.4km）の耐震化を進めることで、震災による断水発生リスクが低減される。
※耐震適合率 95.0％⇒97.5％（統合後 20 年目）

安房地域

③ 財政措置を活かし料金（受水費）上昇幅を抑制する。

・国交付金の活用（約 42 億円） ・地域別料金制度の導入【統合後 10 年間】

・県一般会計繰出金（約 20 億円/年）【統合後 10 年間定額】

・市町村追加負担（2.3 億円/年）【統合後 10 年間定額】

３．統合の効果：将来にわたる安定給水の確保

① 施設の耐震化と設備の更新を進め、地震などの災害に強い水道施設を目指す。

【計画期間 20 年間の総事業費 765 億円】

③用水供給料金（受水費）の上昇抑制・健全経営維持

1,749 

2,011 2,013 2,005 2,003 2,001 
2,117 2,110 2,108 2,106 2,143 

1,080 

1,270 1,273 1,265 1,262 1,260 
1,377 1,369 1,367 1,365 1,403 

1,108 1,111 1,103 1,100 1,098 1,200 1,193 1,190 1,189 1,226 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

2,200 

2,400 

R4 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

統合しない場合 統合しない場合の実質的用水供給料金 ※１ 統合する場合 ※２

▲162 ▲162 ▲162 ▲162 ▲162

▲177 ▲177 ▲177 ▲177 ▲177

R13～R17 計：▲8.8 億円

統合した場合と統合しない場合の用水供給料金比較【統合後１０年間で▲16.9 億円の料金上昇抑制効

R8～R12 計：▲8.1 億円

（単位：百万円）

（年度）

４．今後の予定

※５年毎に収支見通しを見直し、健全経営を維持◎経営状況の悪化
・両企業団とも、昨今の物価高騰の影響等により収益的収支が悪化傾向

にあり厳しい経営状況。施設の老朽化対策等の必要があることから費用

は今後も増加。経常収支比率はさらに悪化していくものと想定。

平成 30年度 令和 4年度

九十九里(企） 111.8% 105.6%

南房総(企） 110.4% 103.7%

②県企業局が経営を担うことによる経営基盤の強化【水道用水供給事業 新規設置】

※その他、市町村水道総合対策事業補助金を継続

し、末端給水事業体の経営状況にも引き続き配慮

※１ 統合しない場合の用水供給料金から市町村水道総合対策事業補助金を差し引いた額

※２ 市町村水道総合対策事業補助金の振替え及び統合効果を含んだ額

報告１－１
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安 房 地 域 水 道 事 業 統 合 ・ 広 域 化 基 本 計 画 （ 案 ） の
概 要 ①

人 口 減 少 と い う 経 営 環 境 の 変 化

２ 水道事業の課題

・水道事業創設期からの老朽施設等

・急速に悪化している老朽管の漏水

・令和６年１月の能登半島地震を
受けて水道の「急所」となる施設

の整備

・技術職員の不足や年齢構成の偏り

・受水費負担による経営圧迫や給水

収益の減による資金不足

② 耐震化等の遅れ

③ 運営基盤の脆弱性

・直近10年で 約１割の人口減少（R3比）

・統合後20年で 約４割の人口減少（R3比）

・給水収益の減少や施設稼働率の低下

∟ 適正な料金設定や効率的な施設配置の

検討が必要

① 老朽化の進行等

水 道 料 金 の 見 直 し は 不 可 避 だ が 、
経 営 基 盤 の 安 定 化 を 図 り な が ら 、
そ の 上 昇 幅 を 抑 制 し よ う と す る
の が 今 回 の 統 合 の 意 義

３ 水道料金の上昇抑制

・統合後20年間の財政収 支を試算したところ、給 水

人口の減少などに伴い、継続的な料金改定が不可避

との試算となった。仮に３年ごとに料金改定を行う

とした場合、その上昇幅は低く抑えられる。

・統合しない場合、受水費の上昇抑制効果が見込めず、

投資資金も大きく不足するため、令和13年度までに

大幅な料金改定による収益基盤の底上げを図る必要

が生じてしまう。

・給水収益ベースで比較すると、統合しない場合より

125.9 億円 の上昇抑制効果がある。

【安房地域全体の供給単価の試算】

【統合しない場合との料金上昇幅の比較】

1 計画策定の基本方針

統合時期：令和８年４月

計画期間：令和８年度から令和27年度までの20年間

組織形態：安房郡市広域市町村圏事務組合に水道部

を新設

統合効果：水道用水供給事業の統合に伴う受水費の

上昇抑制効果や、統合･広域化に伴い活用

できる国交付金等を安房地域全体で享受

水道料金：統合時点では料金体系別に経過措置期間

を設けて段階的に料金統一を実施

料金統一：統合５年後に実施

【統合の全体的な枠組み】

各 水 道 事 業 体 で 抱 え て い る 課 題

報告１‐２
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安 房 地 域 水 道 事 業 統 合 ・ 広 域 化 基 本 計 画 （ 案 ） の 概 要 ②

【 施 設 ・ 管 路 の 状 況 】

ア 能 登 半 島 地 震 で は 水 道 施 設 が

被災し、最大約14万戸、約５か月

に及ぶ断水が発生

イ 安房地域は房総半島の先端に位置

し、同じく災害発生時などは初動

対応・応急対応に地理的な制約

ウ 耐震化率は、浄水施設が28.8%、

配水池が7.6%と低く、基幹管路

の耐震適合率も22.8%に留まる。

エ 地震以外でも、台風などの激甚化

する気象災害により浄水施設が

実際に被災し、断水等が発生

オ 管路の漏水も深刻で、安房地域

全体の有効率は76.1%で県内で

最も悪く、漏水の規模は南房総市

水道事業の年間総配水量に相当

東町浄水場の大雨被害（R1）

石綿セメント管の布設替え

４ 国交付金を活用した施設整備

・国交付金を活用するとともに、将来的な水需要

を踏まえた効率的な施設配置にすることで、

整備費用を縮減する（鴨川市 東町浄水場や

三芳水道企業団 出野尾配水場など） 。

・施設の再編を行わない給水区域についても、

連絡管の整備などにより災害時の断水リスク

を減少させる（南房総市 小向浄水場など） 。

・令和6年1月の能登半島地震で被災した基幹

管路について、耐震化のための更新やバック

アップ体制の整備を行い、災害時の断水リスク

を減少させる（鋸南町の基幹管路など）。

・漏水対策や耐震化のために、特に老朽化した

重要給水施設管路などについて面的な管路更新

を進める（館山市街地の石綿セメント管など）。

【主要な整備事業】

５ 管理体制の強化

・現状、各事業体とも職員の高年齢化や年齢構成

の偏りなどの課題に対応できる組織規模では

ないが、統合後は積極的な独自採用による若手

職員の育成を通じて、技術の継承を図る。

・広域化による大きな枠組みでの機動的な人員

配置を行い、災害対応力の強化を図る。

・統合後に職員が事務を行う本所は集約するが、

水道料金の納付などが行える営業所については、

現状の各事業体に機能を残し、サービス水準の

低下につながらないようにする。

【正規職員の年齢構成（令和6年7月現在）】

【統合後の組織（70名）】


